
地域における在宅歯科医療と
多職種連携推進のための事例集
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はじめに        地域の数だけ存在する「連携のカタチ」を訪ねて   

 

 

要介護となっても住み慣れた地域で、最期まで口から食べ、自分らしく生きる。この普

遍的な願いを支える基盤として、医療と介護が一体となった地域包括ケアシステムの深化

が不可欠です。特に認知症の人を含む高齢者では、口腔管理の困難さや口腔機能低下に伴

う食事制限、低栄養の問題、および誤嚥性肺炎のリスクが高まることなどから、在宅歯科

医療の重要性はかつてないほど高まっています。 

一方で、在宅歯科医療連携室をはじめとする「地域における在宅歯科診療の窓口」が、

全国でどのような活動を行い、どのような課題に直面しているのか、その実態については

十分な把握がなされていませんでした。また、各市区町村では、在宅医療・介護連携推進

事業等の地域支援事業が展開されていますが、地域の在宅医療・介護連携推進事業の拠点

と、在宅歯科医療との連携はいまだ限定的で、拠点と拠点、事業と事業が結びつかず、地

域の中で歯科が孤立しがちな現状があります。 

本事業「歯科における認知症を含む高齢者への在宅医療・介護連携体制の調査検討事業」

は、こうした現状を踏まえ、在宅歯科医療提供体制および医療・介護連携における実態を

把握し、課題を整理するとともに、口腔管理・食支援体制の構築推進を目的として実施し

ました。具体的には、都道府県、市町村、歯科医師会が運営する在宅歯科医療連携室等の

活動を調査し、連携プロセスを可視化するとともに、地域の実情に即した好事例を収集・

分析しました。 

在宅歯科医療を取り巻く環境は、都市部から中山間地域まで大きく異なります。それぞ

れの地域で異なる「困りごと」に対し、限られた資源の中で、関係者が知恵を絞り、とき

には失敗を繰り返しながら紡ぎ出してきた、唯一無二の「連携のカタチ」を事例紹介しま

す。本書が、各地域の特性に応じた連携体制整備の検討を促し、歯科を含む多職種連携の

深化につながる一助となることを願っております。 

最後に、本調査にご協力いただき、貴重な知見を共有してくださった全国の関係者の皆

様に心より感謝申し上げます。 

  

令和 8年 3月 

一般社団法人 日本老年歯科医学会 

「歯科における認知症の人を含む高齢者の在宅医療・介護連携体制の調査検討事業」 

検討委員会一同 
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歯科における認知症を含む高齢者への 

在宅医療・介護連携体制の調査検討事業 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 

 事業の解説 と  

事例の概要 



 

 

 

 

 

 

地域で在宅歯科医療を希望する方や必要な方々に、十

分な歯科医療を提供するためには、多職種で連携し提供

していくことが重要です。在宅歯科医療を希望する方や必

要な方々は自宅のみでなく、病院、高齢者施設、障害者

施設等に入所されている可能性があります。そのため、その

施設の職員や地域の連携の拠点となる場所等と連携し、

対応することが必要です。また、その患者像によっては、病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科等とも連携しつつ実施していくことが求められます。今

後の高齢化等の社会変化に伴い、在宅歯科医療の需要

は増加する可能性があり、介護と医療の両方を必要とする

高齢者も増加することが想定されています。よって、地域の

多職種で連携し、切れ目ない在宅歯科医療の提供体制

の構築はこれまで以上に重要になると考えられます。 
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地域における多職種で連携した 

在宅歯科医療の連携体制とは 

札幌市保健福祉局   秋野  憲一 

日本歯科総合研究機構   増田絵美奈 

 

 

 

事業の解説 

 



厚生労働省や自治体の事業を活用した 

在宅歯科医療の連携体制の構築について 

 

地域における在宅歯科医療の連携体制の構築のために、

いくつかの厚生労働省が設定する事業を活用する方法があ

ります。 

 

１つは 在宅医療・介護連携推進事業の活用 です。 

在宅医療・介護連携推進事業は、切れ目のない在宅

医療と介護の提供体制を構築するための事業です。地域

の医療・介護の専門職からの相談窓口の設置等を実施す

る事業として、厚生労働省が市町村を通じて交付する地域

支援事業交付金等の活用が検討できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、在宅歯科医療連携室の活用 です。 

在宅歯科医療連携室における地域住民や医療・介護

の専門職からの相談対応等の実施により、在宅歯科医療

を希望される方や必要な方を適切な歯科医療機関に繋ぐ

ことが１つの対応案です。これは厚生労働省が都道府県を

通じて交付する地域医療介護総合確保基金等の活用が

検討できます。これ以外にも地域包括支援センターや在宅

医療に必要な連携を担う拠点等の地域資源を有効的に

活用しながら、地域における在宅歯科医療の連携体制の

構築を検討頂ければと思います。 

以降に在宅医療・介護連携推進事業及び在宅歯科医

療連携室等について詳細を記載します。 
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市町村・郡市区歯科医師会による 

連携体制の構築 

～在宅医療・介護連携推進事業の活用～ 

 

在宅医療・介護連携推進事業とは、厚生労働省が市

町村に交付している介護保険関係の事業メニューであり、

全国すべての市町村はこの事業をすることとなっています。事

業内容は、３ページ下図に示しますが、在宅医療介護連

携のコーディネーター配置等による相談窓口の設置、医療介

護関係者に対する研修の実施、地域住民への在宅医療に

関する普及啓発等が示されています。 

在宅医療・介護連携推進事業は、在宅医療と介護の

多職種連携を進めることを目的とした事業ですが、事業メニ

ューとして歯科医療が具体的に明記されていないため、全国

的に、郡市区歯科医師会等に事業委託されているケースは

ほとんどない状況となっています。しかし、在宅歯科医療は、

在宅医療の重要な取組であり、医科歯科連携、歯科介

護連携の推進のための各種事業に、在宅医療・介護連携

推進事業の事業費を活用することは、当然、可能となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際、東京都豊島区や名古屋市では、地元歯科医師

会に事業委託を行い、歯科衛生士等の担当職員を配置

し、患者や介護関係者からの在宅歯科医療に関する相談

や歯科医療機関の照会等、地域の在宅歯科医療の多職

種連携推進のための各種事業を実施しています。 

在宅歯科医療の連携推進を主たる目的とした事業展

開が難しい市町村においても、在宅医療・介護連携推進

事業における多職種連携の取り組みを進める上で、多職

種連携研修のテーマで定期的に在宅歯科医療を取り上げ

たり、在宅歯科医療の重要性について住民や医療介護関

係者に情報発信する等、地域の在宅歯科医療の連携体

制の構築に取り組むことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組事例（第２ⓐ部） 

・東京都豊島区（12 ページ）  

   「豊島区歯科医師会と東京都豊島区の取り組み」 

・名古屋市（16 ページ） 

 「名古屋市歯科医師会と名古屋市の取り組み」 
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など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県・都道府県歯科医師会による 

連携体制の構築 

～在宅歯科医療連携室等の活用～ 

 

在宅歯科医療連携室は、厚生労働省が都道府県に交

付している「地域医療介護総合確保基金」の事業メニュー

となっています。在宅歯科医療連携室では、患者や介護関

係者からの訪問歯科診療に対応する歯科診療所の照会

や在宅歯科医療に関する相談等に対応することとされてい

ます。多くの都道府県では、都道府県歯科医師会に事業

委託を行い、相談員として歯科衛生士等を配置した在宅

歯科医療連携室を設置しています。 

在宅歯科医療連携室の整備数については、患者や介

護関係者から身近な地域の相談を受けることから、厚生労

働省は、都道府県の役割として、きめ細かな相談体制とな

るよう郡市区歯科医師会単位での設置に努めることが示さ

れています。（令和６年３月 28 日付厚生労働省医政局

長通知「地方公共団体における歯科保健医療業務指針」） 

都道府県及び都道府県歯科医師会においては、在宅

歯科医療連携室等を活用しながら、①在宅医療に関わる

様々な医療介護関係職種との連携体制の構築、②在宅

歯科医療に従事する歯科医師や歯科衛生士の人材育成、

③在宅歯科医療に関わる情報発信や普及啓発等に取り

組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療介護総合確保基金による在宅歯科医療連

携室の整備の他、厚生労働省や都道府県では、在宅歯

科医療の連携体制の整備に活用できる補助事業等があり

ますので、都道府県と都道府県歯科医師会は、自らの都

道府県全体の在宅歯科医療の状況を把握・分析し、より

効果的な事業展開を図ることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事例集では様々な事業等を有効活用しつつ、地域に

おける在宅歯科医療の連携体制の構築している事例をお

示ししています。 

本事例集を地域における在宅歯科医療の連携体制の

構築の参考資料としていただければと思います。 

 

 

取組事例（第２ⓑ部） 

・鳥取県（36 ページ） 

  「鳥取県歯科医師会と行政・二次医療圏域ごとの取組」 

・福岡県（40 ページ） 

  「福岡県歯科医師会の口腔管理推進室と関連事業の 

取り組み」 
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など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               

 連携室は単なる電話窓口ではありません。歯科医師会

という職能団体を母体とし、歯科衛生士等の専門職が実

務を担い、行政事業として位置づけられた“公的なハブ機

能”を持つ組織です。主な財源として、以下の二つの枠組

みが活用されています。 

 

地域医療介護総合確保基金：都道府県が主体とな

り、歯科医師会への委託や補助金を通じて、広域的な

視点で活用されています。（多くの広域自治体） 

在宅医療・介護連携推進事業：市町村が主体となり、

郡市区歯科医師会に委託して、地域の医療介護連携

と密接に関わり、より生活圏域に近い相談窓口の設置

や多職種連携推進のための会議や研修に活用されて

います。（豊島区、名古屋市） 

他の事業との連携活用：上記の財源で設置されたうえ

で、他の公的事業との実務的な連携が行われて住民

支援に寄与しているケースが多くあります。（札幌市、福

岡県など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の地理的・社会的特性によって、求められる拠点の

姿は異なります。 

 

都市部（ハブ機能重視）：複雑化した医療資源の分

断を解消するため、歯科医師会館や保健センターを拠

点とした交通整理役、地盤固めとしての機能が重視さ

れています。（例：豊島区、名古屋市、札幌市、福岡

市、大阪府など） 

中山間地・過疎地（アクセス重視）：専門職不足や

移動の困難さという課題に対し、病院内や商工会議所

など、地域で人が集まる場所に拠点を付加。病院への

依存度が高い地域では、医科歯科連携の核としての役

割も期待されます。（例：峡南地域、藤岡多野地域

など） 

生活圏域重視：県単位の一律な枠組みではなく、あえ

て郡市区・二次医療圏単位の既存拠点に機能をアドオ

ンし、実情に合わせた窓口機能を整備する戦略もとられ

ています。（例：富岡甘楽・藤岡多野・館林邑楽・太

田新田地域など） 

 

 

 

 

 

 

 

地域在宅歯科医療連携に全国一律の正解はありません。その拠点を支える財源、活用できる既存施設、

あるいは地域に根付いた多職種の関係性は、都市部から中山間地まで千差万別です。 

本章では、行政事業継続性、歯科医師会の組織力、窓口現場の実務という三者の視点から、各地域が直

面する課題に対し限られた資源の中で構築した「構造の多様性」を 4 つの切り口で概説します。 

地域の実情に合わせた 

在宅歯科医療連携の多様な構築モデル 

東京都健康長寿医療センター研究所   枝広あや子 
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事例の概要 

 

制度的枠組みと財源の基盤 1   地域性と設置背景による機能の分化 2   



 

 

 

 

 地域に既にある資源を土台とした柔軟な設置形態が見

られます。 

 

既存施設へのアドオン：休日急患診療所や障害者歯

科診療所に“相談・調整機能”を付加する形態。（例：

豊島区、名古屋市、富岡甘楽地域、館林邑楽地域な

ど） 

公共施設へのアドオン：公的病院や保健センター、在

宅医療・介護連携センターなど多職種連携拠点と同一

建物内に置くことで、多職種連携の緊密化に寄与します。

（例：峡南地域、新潟県、埼玉県） 

既存の取り組みからの発展：既存の任意団体、多職

種勉強会や“顔の見える関係”をベースに、後に公的な連

携室へと移行した、ボトムアップ型の形態。（例：新潟

県、鳥取県など） 

 

 

 

 自治体の規模や医療資源に合わせ、いくつかの代表的

な運営パターンが存在します。 

 

全県的な二層構造：都道府県レベルの『広域拠点』

が全体統括、検討会議や人材育成などの後方支援を

担い、二次医療圏や郡市区単位の『実務拠点』が現

場の調整を担う、役割分担型のモデル。（例：鳥取県、

福岡県、新潟県、埼玉県、神奈川県、大阪府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の実情に即した単一・独自構造：人口規模や専

門職の数に合わせ、県に 1 つの窓口、あるいは郡市区

歯科医師会の裁量で独自窓口が設置されるモデル。

（例：札幌市、峡南地域、群馬県、愛知県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の実情に合わせた様々なケースがあります。行政担

当者にとっては「持続可能な事業スキーム」の検討材料とし

て、歯科医師会にとっては「組織の強みを活かした拠点づく

り」の指針として、そして連携室職員にとっては「自組織が地

域で果たすべき役割」を再認識するためのヒントとして、役立

てていただければ幸いです。 
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既存リソースを活かした成り立ち 3   

連携窓口の重層的な構造 4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県歯科医師会および郡市

区歯科医師会への調査の結果、在宅

歯科提供体制の取り組みとして「地域

の在宅医療の受療希望者への相談窓

口の設置」を大多数が実施していまし

た。一方で、後方支援病院との連携や

医療的ケア児等への小児在宅歯科医

療の提供体制の確保、在宅歯科医療

不足地域への歯科医療従事者の派

遣などの取り組みを実施しているところ

は少ない状況でした。 

在宅医療を必要とする小児患者の

数は近年増加しており、障害児者への

在宅医療提供体制の整備は今後重

要な地域課題です。また、2040年に向けては85歳以上の

人口の増加により、医療と介護の両方を必要とする高齢者

の割合が増加するといわれています。そのため、重篤な全身

疾患をもつ在宅療養患者への対応を見据えては、病院等

との連携も非常に重要です。加えて在宅歯科医療の提供 

 

 

 

 

 

 

 

在宅歯科提供体制の取り組みにおいて「地域の在宅医

療の受療希望者への相談窓口の設置」と回答した都道府 

県歯科医師会のうち、「在宅歯科医療連携室を設置して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

は地域により差があるため、在宅歯科医療不足地域では、

歯科医療従事者の派遣等の取り組みの推進も必要です。

よって、地域の課題を都度丁寧に分析し在宅歯科医療の

提供体制の確保のための対応案を検討・実施いただくため

に本資料を参考にしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

いる」としたところは 97.0％でした。また、同様に「地域の在

宅医療の受療希望者への相談窓口の設置」と回答した郡

市区歯科医師会のうち、「在宅歯科医療連携室を設置し 

今回、在宅歯科医療連携室の概況等、地域の在宅歯科医療について、

都道府県、市町村、都道府県歯科医師会、郡市区歯科医師会に実態調査

を行いました。代表的な結果をいくつか抜粋してご紹介いたします。 

全国調査 

より 

 

   調査結果のポイント   

◎在宅歯科医療連携室等による相談窓口の設置は取り組まれているが、小児在宅歯科医療の提供体制

確保や在宅歯科医療不足地域への対応等まで取り組んでいる地域は少なかった。 

 

  調査結果のポイント   

◎国は郡市区歯科医師会単位での在宅歯科医療連携室の設置を推奨しているが、半数以上の都道府県

では、在宅歯科医療連携室は都道府県に１つしか設置されていなかった。 
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77.1%

94.3%

22.9%

20.0%

2.9%

11.4%

28.6%

8.6%

52.6%

92.4%

53.8%

31.9%

7.6%

29.9%

15.5%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ 新規で在宅歯科医療を実施する歯科医療機

関の支援のための事業

２ 地域の在宅歯科医療の受療希望者への相談

窓口の設置

３ 在宅医療介護関係職種との患者情報の共有

４ 複数の歯科診療所や歯科医師による派遣体

制

５ 歯科医師・歯科衛生士の在宅歯科医療不足

地域への派遣

６ 後方支援病院との連携の推進

７ 医療的ケア児等への小児在宅歯科医療の提

供体制の確保

８ その他

在宅歯科医療提供体制の取組内容（複数回答）

B1 都道府県歯科医師会 B2 郡市区歯科医師会

在宅歯科提供体制の取り組み 1   

在宅歯科提供体制と構築について（在宅歯科医療連携室等の設置単位） 2   



している」としたところは56.9％でした。在宅歯科医療連携

室を設置していると回答した都道府県歯科医師会において

は、郡市区歯科医師会ごとの設置は少なく、県内に１箇

所という回答が半数以上でした。広域で連携を実施するた

めには、都道府県内に中心的な連携の役割を持つ在宅歯

科医療連携室等の組織があることは非常に有用です。 

特に障害児者の対応では、都道府県単位での対応が

必要となる場合もある一方で、在宅歯科医療を保険診療

で提供するためには、基本的には患家から16km以内の歯

科医療機関の対応が必要であり、近隣の歯科医療機関

等との調整を要することが多くあります。そのため、市町村に

１つ以上ないし、二次医療圏に１つ以上在宅歯科医療

連携室等の窓口があることは、在宅歯科医療提供体制の

構築に非常に重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の歯科医療提供体制について都道府県の担当者

に調査したところ、「在宅歯科医療、一般歯科医療の確保

も困難な地域が出ると考えている」とした回答が半数以上

になりました。今後必要な制度や方策としては「歯科医師

等の人材育成や確保、多職種ネットワーク拠点の整備」を

選んだ割合が 65.0%となりました。住民の方々が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで

きるようにするためには、多職種で協働して地域密着型の包

括的サポート体制の構築が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、厚生労働省が自治体に求めているように、少なく

とも郡市区歯科医師会ごとの在宅歯科医療連携室等の

設置が望まれます。例えば、都道府県内に１つの中心的な

役割を持つ広域連携を中心とした在宅歯科医療連携室

等と、狭い範囲を対象としたきめ細やかな対応を実施する

在宅歯科医療連携室等とが連携し、取り組むことも有効

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の高齢化社会がより進行する社会においては、医

療や介護を必要とする高齢者の割合が増加する一方で、

労働人口は減少していくとされています。限られた人材で効

率的な歯科医療提供体制を構築していくためにも、自治体

や地域の歯科医師会、その他の医療介護の関係者が効

果的・効率的に協働する地域体制を整備することが必要で

す。 

 

  調査結果のポイント   

◎多くの都道府県では、今後、都市部を除き在宅歯科医療の確保は困難と考えている他、半数以上の

都道府県では、一般歯科医療の確保も困難になると考えている。 

◎６割以上の都道府県が、今後の在宅歯科医療の確保に向けては、歯科医師の人材育成や多職種との

連携体制構築といった機能を併せ持つ在宅歯科医療の拠点の整備が必要であると考えている。 

9 

32.5%

65.0%

30.0%

37.5%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ 広い地域をカバーする中核的な歯

科医療機関の整備

２ 歯科医師等の人材育成や確保、

多職種ネットワーク拠点整備

３ 過疎地域の歯科診療所の開設・

維持のための財政支援

４ 歯科医師、歯科衛生士の人材バ

ンク

５ その他

今後必要な制度や方策（複数回答）

１ 十分、確保できる
と考えている

1
2.5%

２ 都市部を除
き、困難になる
と考えている

10
25.0%３ 在宅歯科医療、

一般歯科医療の確保
も困難な地域が出る

と考えている
23

57.5%

４ わからない
5

12.5%

（無回答）
1

2.5%

在宅歯科医療確保の見通し

25.0%

18.8%

53.1%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ 郡市区歯科医師会ごとに１箇所

２ 都道府県内に数か所

３ 都道府県内に１箇所

４ その他

連携室設置の考え方（複数回答）

歯科医療提供体制の今後の展望 3   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療・介護連携推進事業が全国展開されるなか、

地域の歯科医療機関の参画は制度上位置づけられている

ものの、現場レベルでの「どう関わるべきか」の考えには温度

差があることも少なくない。ここで重要な役割を担うのが自

治体歯科専門職である。自治体歯科専門職には、行政の

立場から地域包括ケアシステムにおいて歯科医療機関が果

たしている役割を見える・魅せる化する「演出家」及び歯科

医療機関の想いを引き出し反応させ盛り上げる「触媒」とし

ての役割が期待される。 

 

 

 

 

例えば、地域医療介護総合確保基金を活用した在宅

歯科医療体制整備事業は、訪問歯科診療に必要な人材

育成等を支援する事業として活用されることもあるが、事業

を歯科単独で完結させてしまうと地域全体の連携推進には 

寄与しにくい。基金事業の成果を歯科医師会の役員会議

に留めず、多職種でのグループワーク形式の研修会等で共有

し、顔の見える関係づくりの触媒とすることが有効だろう。 

同じ地域に住む専門職同士であっても、きっかけに恵まれ

ず実際には繋がれていないケースは往々にしてあり、その架け

橋として基金事業は多職種連携の起点にもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、歯科医師会との連携には、「依頼」ではなく「役割

提案」という関わり方も有効である。依頼する立場とされる

立場という向かい合った関係性ではなく、共通の目的に向

かって同じ目線で共に前を見ることが重要である。医療現場

と行政という異なる立場だとしても、歯科専門職同士、同じ

目的や未来を共有することで、そのために必要な役割をそれ

ぞれの立場で担うことができれば事業を円滑に進めることが

できるからだ。 

例えば、口腔健康管理が機能することによる誤嚥性肺

炎予防といった歯科の成果を、在宅医療連携の課題解決

にどう活かせるかを具体的に示し、歯科医師会が担う意義

を明確にすれば歯科医師会のモチベーションも維持できるだ

ろう。また、既に取り組んでいることだとしても見せ方や伝え

方を変えることで新たな切り口での活躍を演出できるだろう。 

 

 

 

 

自治体歯科専門職は、制度を活用し事業と歯科専門

職を繋ぐだけではなく、現場実践を対外的に分かりやすく魅

せる化し、地域包括ケアシステムの文脈に位置づけることを

通じて歯科医療機関同士の温度差を小さく、心地よいもの

にしていくことで、歯科医療の在宅医療・介護連携参画を

推進する要になり得るだろう。 

 

Column❶            

在宅医療・介護連携の歯科医療参画促進 

における自治体歯科専門職の役割 

 

 

仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課 

主査 田所大典 

 

基金事業を多職種連携の触媒に 

同じ目線に立った「役割分担」 

臨床家の実践を地域包括ケア 
システムの文脈で魅せる 
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市区町村・ 
郡市区歯科医師会の取組 

第 2ⓐ 部 

 



 

 

 

豊島区は、都心部特有の人口密度の高さに加え、急速

な高齢化と単身高齢世帯の増加が顕著な地域である。そ

こで区の在宅医療・介護連携推進事業に、歯科を組織的

に位置づける体制整備が行われた。全職種参加型の「顔

の見える連携づくり」を推進するなかで、歯科においても、適

切な医療を届けるワンストップコーディネート機能を整備する

こととなった。 

 

 

 

 

本事業の最大の特徴は、区の在宅医療・介護連携推

進事業の基幹に位置づけられている点にある。厚生労働省

の在宅医療・介護連携推進事業を活用し、在宅歯科医

療相談窓口事業経費「豊島区歯科相談窓口事業」として

豊島区歯科医師会に運営委託されている。令和８年度

予算額は、5,966千円であり、歯科衛生士が医療コーディネ

ーターとして雇用されている。 

平成22年度以降、区と医師会・歯科医

師会・薬剤師会は検討を進め、東京都のモ

デル事業であった在宅医療ネットワーク推進

会議を豊島区が引き継いだ形で、あらたに豊

島区在宅医療連携推進会議の設置に至っ

た。専門部会を順次設置（後述）し、平成

26年度に豊島区歯科相談窓口を開設し

た。新型コロナウイルス感染拡大期には感染

対策部会を設置するなど、広く多職種と行

政が連携し課題解決に向けた取り組みを実

現する構造となっている（図）。 

豊島区歯科相談窓口の事業内容は１.

相談業務、２.情報収集・提供業務、３.在

宅歯科医療体制づくりのための連絡・調整 

 

 

 

 

業務、４.在宅医療連携推進会議等への出席・業務報告、

５.普及啓発業務、６.窓口用パンフレット配布、７.その他、

である。 

 

 

 

 

豊島区歯科相談窓口は豊島区口腔保健センター「あぜ

りあ歯科診療所」に設置されており、コーディネート業務を担

う専任の歯科衛生士が配置されている。豊島区口腔保健

センターは診療所機能を持ち、区歯科医師会と区の連携

拠点であるとともに、在宅歯科医療・介護連携の拠点機

能をも担っている。機能は休日応急歯科診療や障害者歯

科診療の外来機能、要介護高齢者等への在宅/施設訪

問歯科診療・口腔衛生指導、介護予防事業のほか防災

拠点や警察歯科活動の拠点の機能がある。また、認定栄

養ケアステーションとして管理栄養士を非常勤雇用し、栄養

相談・指導も全世代に対して行っている。 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅰ 在宅医療・介護連携推進事業の活用 

豊島区歯科医師会と東京都豊島区の取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

1.1    

 

12 

［インタビュー対象］ 

豊島区歯科医師会       会長  高田靖 歯科医師 

豊島区歯科相談窓口相談員  会沢咲子 歯科衛生士 



 

 

 

相談窓口は、在宅歯科診療を希望する区民・家族に加

え、介護支援専門員、病院連携室、訪問看護等からも広

く相談を受け付けている。窓口は診療依頼のほか、区民か

らの自費診療に関する質問など、多様な内容に対応してい

る。平成24年から区医師会に設置されている豊島区在宅

医療相談窓口とも連携しており、多職種連携の文脈の中

でコーディネートが行われる。特にがん患者の周術期ケアなど、

病院と地域の橋渡しとしても機能している。 

相談方法は電話が中心だが、来所相談ケースもある。本

人・家族の意向や状態像を把握するための診療受付票は、

主訴、既往歴、服薬内容や介護保険利用状況・障害者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手帳、口腔の状態の他、主治医、支援担当専門職、生

活機能、家族構成を網羅している。緊急性や訪問歯科の

適応を判断し治療の必要性だけでなく、歯科治療ニーズや

摂食嚥下診療ニーズを判別したうえで、かかりつけ歯科医が

対応困難であれば、訪問歯科協力医リストから疾患特性

や居住地に合致した担当医を選定・紹介する。必要があれ

ば担当の介護支援専門員にも連絡・調整し、担当医との

日程交渉、初回受療のコーディネートまでを窓口で行う。担

当医が自院から訪問するケースの他、担当医と「あぜりあ歯

科診療所」歯科衛生士が患家で合流して訪問するケースが

ある点、器材や材料はすべて「あぜりあ歯科診療所」が負

担する点など担当医の負担軽減となる特徴的な取り組み

である（図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談応需と診療への流れ 4 
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区全体で導入を進めている医療用SNS「メディカルケアス

テーション（MCS）」を歯科医師会員も積極的に登録し、

個別事例の医療・介護連携の他、会議連絡等でも活用し

ている。病院だけでなく障害者施設や地域密着型施設から

の口腔衛生指導依頼や診療依頼のほか、介護予防センタ

ーや高齢者福祉課など行政からの依頼を受けている。 

 

 

 

 

豊島区での在宅医療・介護連携推進のための会議体と

して「在宅医療連携推進会議」が設置されており、さらに下

部組織として「口腔・嚥下障害部会」「在宅服薬支援部会」

「訪問看護ステーション部会」「リハビリテーション部会」「ICT

部会」「感染症対策部会」「臨床倫理部会」の7つの専門

部会が設置されており、より現場に即した課題解決が行な

われる。平成22年から設置されている「口腔・嚥下障害部

会」では、歯科医師・連携室歯科衛生士、耳鼻科医師、

言語聴覚士、管理栄養士、高齢者施設担当者等が参画

し、誤嚥性肺炎予防や栄養管理等の多面的な視点から

協議を行っている。これらは区の「高齢者保健福祉計画・第

9期介護保険事業計画」に位置づけられ、歯科医師会が

計画策定から参画している。災害時誤嚥性肺炎予防や新

型コロナウイルス感染拡大期の歯科医師によるワクチン接

種、周術期口腔管理などを、区の連携スキームを活用して

課題解決する体制が整えられている。 

その他、栄養と口腔をテーマにした認知症カフェの運営や、

総合事業B型サロン運営も手掛けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容や診療コーディネート、摂食嚥下診療などの診

療に関わる件数のほか、口腔機能向上・予防事業・出前

型口腔講座などのアウトリーチに関する実施内容が詳細に

まとめられ、区に月次報告されている。 

 

 

 

 

区の在宅医療体制を強化するための「在宅医療コーディ

ネーター研修」では、介護支援専門員や看護師に対する“服

薬支援のための摂食嚥下障害の研修”を歯科で担当する

など、多職種の多職種による多職種のための研修が行われ、

職種の垣根を超えた共通言語形成と顔の見える連携に寄

与している。また歯科医療従事者に対しては訪問歯科診

療の新規参入会員への段階的な研修計画を整え、人材

育成機能を強化している。 

 

 

 

 

専門職向けには、区内の全事業所や病院連携室へ、相

談フローを明記したパンフレットを配布、住民向けには、区の

公式サイト、区報を通じて無料相談の案内を継続的に発

信している。また、区のふくし健康まつりや区民公開講座等

の行政イベントに積極的に医師会・薬剤師会・看護師会と

四師会合同で取り組むなど地域浸透を図っている。 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

在宅医療・介護連携推進事業等
自治体の事業との連携 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

5 

6 

7
ｚ 

8 

9 
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１．はじめに 

 

 

南砺市は全国平均を上回るスピードで高齢化が進み、

独居・老老世帯の増加が顕著です。住み慣れた地域で最

期まで暮らすためには、単なる「治療」に留まらず、生活を支

える「ケア」へのパラダイムシフトが求められています。その中核

となるのが、医師会・歯科医師会・薬剤師会、そして介護

職が一体となった在宅医療・介護連携です。  

 

 

２．南砺市の特徴 

 

 

本市の強みは、南砺市民病院と市が設置した「南砺市

介護福祉支援センター」が物理的・機能的に近接し、訪問

看護師・リハビリ職・介護支援専門員・訪問介護員が日常

的に協議を行う体制が整っている点にあります。歯科領域に

おいても、平成22年から歯科保健推進協議会、平成23年

から市民病院に歯科口腔外科を設置し、歯科医師会と病

院、行政（保健センター・保育所・地域包括支援センター

等）、小中学校との密接な協力関係が築かれて、子どもか

ら高齢者までの歯科健診の実施、高齢期における介護予

防事業の実施について検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．歯科医療関係者に期待される役割 

 

 

在宅生活の継続において、誤嚥性肺炎の予防や経口

摂取の維持は最重要課題の一つです。南砺市では、地域

包括支援センターで介護予防教室「口腔作戦」などの出前

講座により、市民への啓発を進めています。歯科医療関係

者には、訪問歯科診療による直接的な介入だけでなく、通

所型サービス B や高齢者サロンへ講師として出向き、身近な

相談者としての役割や歯科医療へつなぐ仲介者としての役

割のほか、地域包括支援センターと要介護状態へ移行しな

いための情報の共有や、多職種カンファレンスへの参画を通

じた「食の支援」が期待されています。  

 

 

４．結び 

 

 

「最期まで口から食べる」という願いを叶えるには、歯科専

門職の力が不可欠です。南砺市では市歯科保健推進協

議会での協議の場や、研修会の実施を通して多職種と「顔

の見える」関係が築かれています。 

現在は、個々の事業所間での信頼関係で住民支援が

展開されていますが、今後は、ICT 活用や通いの場からの多

職種連携の仕組みの展開から、在宅医療・介護・予防に

おける歯科のプレゼンスをさらに高めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column❷            

南砺市における在宅医療・介護連携と 

歯科の役割 

 

 

南砺市 地域包括ケア課  

南砺市地域包括支援センター 

センター長 竹内 嘉伸 

 

南砺市が直面する現状と連携の重要性 

持続可能な地域共生社会に向けて 

口腔から支える QOL 

顔の見える多職種連携 
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名古屋市歯科医師会は、昭和50年に「障害者歯科医

療センター（現在の名古屋北歯科保健医療センター）」、

平成元年に「名古屋南歯科医療センター（現在の名古屋

南歯科保健医療センター）」を設置し、障害者歯科診療

や休日急病歯科診療を担ってきた。在宅歯科診療相談窓

口・調整機能の課題に対し、平成27年に「名古屋歯科保

健医療センター」という改称を契機として、平成28年名古

屋南歯科保健医療センターを移転開設した際に同所に「名

古屋市在宅歯科医療・介護連携室」を設置した。 

 

 

 

 

名古屋市の地域支援事業に位置づけられ、厚生労働

省の在宅医療・介護連携推進事業を活用し、「名古屋市

在宅歯科医療・介護連携推進事業」として名古屋市から

名古屋市歯科医師会へ委託されている。令和７年度の予

算額は、17,827千円であり、責任者(室長)１名と相談員

(担当者)２名の計３名が雇用されている。 

実施内容は「事業」１.「在宅歯科医療・介護連携推進

会議」の設置、「事業」２.「在宅歯科医療・介護連携室」

の運営、「事業」３.在宅歯科医療・介護連携システムの運

用である。 

推進会議（「事業」１）は、名古屋市歯科医師会が

事務局となっており、16区の担当者、名古屋市の地域包

括支援センター、健康福祉局高齢福祉課、健康福祉局

健康増進課などで構成された会議体を、年２回程度行い、

連携実績や情報整理などで市内各区の取り組み状況の

把握を行う。 

連携室運営（「事業」２）には、(ア)地域の在宅歯科

医療の資源の把握、(イ)在宅歯科医療・介護提供体制の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築、(ウ)歯科医療と介護関係者の情報共有の支援、

(エ)在宅歯科医療・介護連携に関する相談支援、(オ)地域

住民への普及啓発、(カ)その他、在宅歯科医療・介護連

携推進に関することが位置づけられている。「事業」２-(ウ)

や「事業」３に、名古屋市が名古屋市医師会に委託して

普及を図っている地域医療情報共有システム「はち丸ネット

ワーク」との連携機能の確保が明記されている。また名古屋

市が作成した「名古屋市における在宅医療・介護連携ガイ

ドライン」に入退院時や急変時対応ルールを整理し掲載す

ることが位置づけられている。 

平成25年に公布された「名古屋市歯と口腔の健康づく

り推進条例」が法的根拠になったほか、名古屋市歯科医

師会と名古屋市の緊密な情報交換によって、口腔保健の

重要性に関する共通認識を形成できたことが、連携室事

業の基盤となっている。 

 

 

 

 

連携室は名古屋南歯科保健医療センター内に拠点を

置く。体制は、名古屋市歯科医師会副会長を所長とし、

実務責任者の室長（事務長）１名、および専従の歯科

衛生士２名で構成される。さらに、市内16行政区の支部

に「在宅訪問診療連絡担当者(歯科医師)」が配置されて

いる。 

 

 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅰ 在宅医療・介護連携推進事業の活用 

名古屋市歯科医師会と名古屋市の取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

1.2    

 

16 

［インタビュー対象］ 

名古屋市歯科医師会 

名古屋歯科保健医療センター所長 伊藤暖果 歯科医師 

名古屋南歯科保健医療センター長  片浦貴俊 歯科医師 

名古屋市在宅歯科医療・介護連携室     大島敏宏 室長 

阪上聡子 歯科衛生士 

岡地芳枝 歯科衛生士 



 

 

 

 

 

 

 

 

相談は電話やファクス、電子システム等を通じて受け付け

ており､はち丸ネットワークとの連携確保のため申込書には

「はち丸患者ID」の記載欄がある。連携室の歯科衛生士は、

対象者の疾患名、ADL、主訴、かかりつけ歯科医の有無な

どを詳細に確認し、該当する行政区の在宅訪問診療連絡

担当者へ情報を伝達する。在宅訪問診療連絡担当者が

担当歯科医師を選定したのち、選定された担当歯科医師

がケアマネジャー等と直接連絡を取り、訪問日を確定する。

特殊な専門性が求められる場合には、連携室が他区の専

門性を持った歯科医を選定したり、歯科保健医療センター

の医療班が担当するなど重層的なバックアップ体制が機能

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築した電子システムにおいて、連携室が受けた相談内

容や介入の結果はデジタル化され、医療・介護の担当者と

の円滑な連携を支援することが可能である（「事業」３）。 

 

 

 

 

名古屋市の特徴は名古屋市の在宅医療・介護連携推

進事業の枠に在宅歯科医療・介護連携推進事業を位置

づけた点である。在宅歯科医療・介護連携推進会議

（「事業」１）では情報共有のための講演や各地域の歯

科医療職と地域包括支援センター職員などで市民の現状

や課題についてグループワーク等を行い、政策提言だけでなく

地域の顔の見える関係の構築に寄与している。また連携室

は社会福祉協議会が実施する認知症予防教室や家族サ

ロンでの出前講座に協力するなど関係機関との連携体制

の構築を進めている。また、市独自の「在宅ねたきり者訪問

歯科診査」事業においては、連携室が受付・調整窓口とし

て機能しており、訪問歯科診療への導入を行なっている。16

区中３区の認知症ケアパスに、連携室の情報が掲載され

ている。 

 

相談応需と診療への流れ 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

在宅医療・介護連携推進事業等
自治体の事業との連携 

4 

5 

6 

17 



 

 

連携室が月別・区別の在宅ねたきり者訪問歯科診査件

数、訪問歯科診療へのコーディネート件数、診療内容、初

診後の継続診療、対象者の要介護度等の実績報告をま

とめて報告している。区ごとに依頼元、住居形態別に集計さ

れ、相談内容のナラティブ情報も共有されるなど、具体的な

ニーズの情報共有を行っている。介護支援専門員研修の際

には口腔アセスメントや連携の課題などのアンケートを行い、

課題への対応策の検討を行っている。 

 

 

 

 

歯科医療従事者向けの「歯科医療技術者養成事業」

が、市の委託事業として実施されている。大学等の外部講

師等を招いて行う全４回の「訪問診療実践コース」では、南 

歯科保健医療センターで在宅訪問歯科診療の講習と実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習を行っている。さらに、北歯科保健医療センターで開講し

ている「摂食嚥下診断コース」では内視鏡による嚥下機能

評価検査実習を実施するなど、質の高い地域歯科医療体

制の維持・向上に寄与している。 

 

 

 

 

連携室では、パンフレットの作成・配布、広報なごやへの

掲載に加え、区民祭りへの出展、地域包括支援センター

（いきいき支援センター）等での地域住民向け説明会を定

期的に開催している。「在宅ねたきり者訪問歯科診査」のチ

ラシに連携室案内を掲載するなどの直接的なアプローチを通

じて、地域住民および関係専門職への窓口認知度を高め

ている。 

歯科診療所に対しても、施設基準届出時などに連携室

活用を働きかけるなど、様々な広報戦略を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

7
ｚ 

8 

9 
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地域包括支援センター（以下、包括）が要介護高齢

者の口腔トラブルの相談を受ける際の、医療と介護の「ハブ」

として機能するための調整の実際と、連携を進めるコツをま

とめます。 

 

 

包括は、「受療前支援（適切な医療へつなぐこと）」を

主目的として相談を受けます。 

 

 

本人・家族からの相談（痛み、噛めない等）を受けて、

本人の咀嚼能力や口腔衛生状態を確認します。 

相談者のほとんどは、身体障害や認知症があり、歯科へ

受診が難しいとの訴えがあります。包括の保健師や、包括

が委託する歯科衛生士や言語聴覚士などの専門職が、家

庭を訪問し口腔の状態を把握します。 

 

 

 

本人の ADL（座位保持が可能か等）や認知症の症状、

現在服用中のお薬情報（お薬手帳）を把握して伝えるこ

とで、歯科医療機関が準備する機材や人員を最適化でき

ます。 

 

 

主治医（内科等）や「かかりつけ歯科医」がいるか確認

し、いない場合は県在宅歯科医療連携室などを活用して

訪問診療可能な歯科医療機関を紹介します。 

 

 

また、歯科医療機関によっては、歯科衛生士が最初に訪

問して「指導」で済むのか、抜歯や義歯調整などの「歯科治

療」が必要なのかを判断していただくことも可能となっていま

す。この場合、包括は、必要な情報を伝えることで、マッチン

グが可能となり大変助かっています。 

 

 

医療（歯科）と介護の現場では、用語や優先順位の

認識に差があるため、以下の工夫が有効です。 

１）「顔の見える」ネットワーク構築： 

地域の歯科医師会や歯科衛生士会などと連絡協議会

を設け、相談しやすい関係を築いておきます。すぐに連絡協

議会を立ち上げることは難しいため、利用者の歯科受診の

際に同行訪問することなどで、歯科医師とコミュニケーション

をとることから始めるとよいでしょう。また、支援者自身の歯

科治療の際に歯科医師に相談してみることも一考です。 

２）具体的かつ客観的な情報共有： 

「お口が汚い」といった主観的な表現ではなく、「義歯の

不適合による痛みがある」「食事中にむせが見られる」など、

具体的な症状を歯科医師に伝えます。 

包括の調整のもと歯科専門職を招き一緒に訪問し視点

を学ぶことや、ADL（生活動作）や認知症の状況を共有

することで、無理のない治療計画（通院か訪問か等）を

擦り合わせます。 

３）役割分担の明確化： 

歯科医師は「治療と指示」、歯科衛生士は「専門的ケ

ア」、包括や介護支援専門員および訪問介護員は「日々

の口腔清掃と観察」という役割を整理し、責任の所在をは

っきりさせます。 

４）本人・家族の同意と意向確認： 

歯科治療は身体的・経済的負担を伴うため、事前に同

意を得るプロセスを徹底します。 

 

以上、工夫や連携のコツについて述べましたが、まずは、

身近に相談できる歯科医師や歯科衛生士の方を見つけて

いくことから始めていただきたいと思います。 

Column➌            

「包括が要介護高齢者の口腔のトラブルの 

相談を受ける場合」の調整の実際と、 

連携の工夫やコツについて 

 

南砺市 地域包括ケア課  

南砺市地域包括支援センター 

センター長 竹内 嘉伸 

 

１．調整の実際：相談から解決への流れ 

２．課題の把握とアセスメント 

３．歯科医療機関へ依頼する際の 
利用者情報の事前整理 

４．受診勧奨とマッチング 

５．連携をとるための工夫・コツ 
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 地域の実情  

山梨県峡南地域（市川三郷町、富士川町、早川町、

身延町、南部町）は、高齢化率が50％を超える町を抱え

るなど、極めて高齢化が進んだ中山間地域である。二次医

療圏として5町が広域で連携しているが、一部の地域では

急峻な地形ゆえに大雨等で道路が寸断されるリスクを常に

抱えており、平時の交通確保や災害時の避難体制が在宅

医療・介護連携の大きな課題となっている。地域内に病院

歯科を有する施設はなく、高度医療には地域外の大学病

院等への長距離移動が必要である。 

平成23年、地域医療再生基金を活用して飯富病院内

に「峡南在宅医療支援センター」が設立された。平成24年

から「峡南在宅ドクターネット（協力医師・歯科医師のリス

ト）」で相談調整をしており現在も継続している。平成27年

度の「在宅医療・介護連携推進事業」の開始に伴い、単

町での実施が困難な５町が同センターに事業委託する形で

広域連携体制を構築した。 

 

 

 

 

峡南在宅医療支援センターは当初過疎地域のモデル事

業であったが、現在は５町と協働し「在宅医療・介護連携

推進事業」として運営している。歯科相談に関して単独の

予算措置はなく、在宅医療・介護連携推進事業全体の

「多職種連携」の枠組みの中に位置づけられ相談対応して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県歯科医師会（甲府市）に在宅歯科医療連携

室があり、峡南地区からの相談があれば峡南地区歯科医

師会会長（以下、会長）に連絡がある。県歯科医師会

峡南支部では連携室や専任職員はおらず、会長の診療所

で地域内の歯科相談窓口機能を代行しており、会長の裁

量で後述の相談応需の流れとなった。峡南在宅医療支援

センターには医師と社会福祉士が配置されている。 

 

 

 

 

住民や専門職からの歯科相談は峡南在宅医療支援セ

ンターが受理し、主訴やかかりつけ歯科の有無、介護保険

の利用状況、移動手段等を確認して歯科診療が必要な

場合は地域の在宅訪問可能な歯科診療所または会長へ

連絡する。会長が地域内の歯科医師の稼働状況を見極め、

住所地や症状に応じて担当歯科医師を采配する。また５

町の地域包括支援センターは町の直営で把握範囲が広い

ため歯科相談の窓口にもなっている。 

 

 

 

 

 

 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

相談応需と診療への流れ 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅰ 在宅医療・介護連携推進事業の活用 

峡南在宅医療支援センターと峡南地区歯科医師会の取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

4 

1.3     
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［インタビュー対象］ 

市川三郷町介護課（地域包括支援センター） 

係長芦沢隆子 保健師 

  岸本綾 保健師 

飯富病院峡南在宅医療支援センター 

川村浩祥 社会福祉士 

峡南地区歯科医師会会長  

安居尚美 歯科医師 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内の施設や病院の一部には常勤・非常勤の歯科

衛生士が在籍している。歯科のない病院の入院患者に対

し会長が訪問診療を行う。特に摂食嚥下リハビリテーション

については、地域内にSTが不在という課題があり、適宜、甲

府市の山梨県口腔保健センター（摂食嚥下専門外来）

への受診や、経験豊富な歯科衛生士による居宅療養管

理指導、PT/OTの活用など、限られた資源を柔軟に組み合

わせて対応している。また、ICTツール（バイタルリンク）の導

入・普及啓発を通じて、情報共有の効率化を図っている。 

 

 

 

 

峡南５町地域包括支援センター主任介護支援専門員、

峡南保健福祉事務所福祉課長寿介護担当、峡南在宅

医療支援センターが「実務者会議」を２ヶ月に一度開催し、

事業展開を協議するほか、保健所主催の「峡南地域在宅

医療広域連携会議」など複数の会議で同じ顔ぶれが出会

うため自然に連携できる。また平成29年から５町の認知症

初期集中支援推進事業が飯富病院に委託され峡南在宅

医療支援センターで認知症初期集中支援チームを運営して

いるため、認知症専門医を交えた会議に会長が関与するこ

ともある。５町共同で詳細な「峡南地域在宅療養ガイド」

「峡南地域医療・介護マップ」を作成し、また峡南地域の医 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療・介護関係者に向けた「峡南地域医療・介護情報」を作

成し資源の見える化を継続している。 

 

 

 

10年間で歯科相談は11件と件数は少ないが、顔の見え

る関係構築により、センターを介さない直接依頼が増加する

という定性的な成果を上げている。 

 

 

 

地域内３箇所（北部・中部・南部）で定期的に開催さ

れる多職種が集まる顔の見える交流会が連携の核となって

いる。同会に歯科医師が積極的に参加することで、介護支

援専門員や医師との信頼関係が構築され、直接の依頼も

多い。近年では口腔ケアをテーマとした勉強会のニーズが高く、

多職種が集まる顔の見える交流会の企画委員（地域の

各職種の代表）と峡南地区歯科医師会とが共同で勉強

会を継続的に実施している。 

 

 

 

峡南在宅医療支援センターのホームページに各事業の説

明や作成物を掲載している。 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

自治体事業との連携 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

5 

6 

7 

8 

9 
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福岡市歯科医師会では訪問歯科診療ニーズの高まりを

受け、かねてより歯科医療と医療・介護の連携体制構築に

取り組み、訪問歯科診療の相談窓口や関係機関との調

整機能を担う「地域連携室」を設置し役割の強化を図って

きた。令和２年度からは、福岡県歯科医師会の「口腔管

理推進室整備事業」が開始され、福岡市歯科医師会にお

いても令和５年度より本事業を実施することとなった。これ

により、従来の地域連携室の機能に加え、医科と歯科の連

携による入院期から在宅・退院後まで切れ目のない口腔健

康管理体制の構築が可能となり、両事業の特性を生かし

た運営を行っている。 

 

 

 

 

本事業の主な財源は、福岡県の地域医療介護総合確

保基金であり、福岡県歯科医師会が実施主体となる「口

腔管理推進室整備事業」として位置づけられている。本事

業は、在宅高齢者のみならず、がんや糖尿病等の生活習

慣病の重症化予防をも目的とし、周術期や入院中からの

適切な口腔健康管理のため地域歯科医師会内に口腔管

理推進室を設置し、専任の歯科衛生士による相談対応、

医療機関入院患者への口腔アセスメントや口腔機能管理、

退院後の継続的な口腔管理体制の構築を行うものである。

これにより、合併症予防、治療期間や在院日数短縮、再

入院率低下など医療の質の向上を目指している。 

 

 

 

 

福岡市歯科医師会の推進室は、福岡県歯科医師会

館内に設置されており、「口腔管理推進室・地域連携室

（以下、推進室）」の名称で運営されている。推進室の管 

 

 

 

理責任者は推進室長（歯科医師・兼任）が担い、歯科

衛生士５名（非常勤）、看護師１名（常勤）が配置さ

れている。また、開業歯科医、病院歯科医、大学病院歯

科医から構成される会議体を２か月に１度開催し、事業 

の進捗確認や課題の共有、連携体制の強化について協議

している。さらに、６か月に１度、福岡市歯科医師会の市

内７支部の担当者の会議を開催し、支部間の情報共有

や活動内容の均てん化を図っている。各支部が地域ケア会

議や行政との協議、出前講座、多職種連携会議等を主

体的に実施し、推進室が広域的な調整や患者紹介の窓

口機能、歯科衛生士派遣、データ集約を担う役割分担と

している。 

 

 

 

 

地域に対しては、口腔健康管理に関する相談対応や訪

問歯科診療の依頼調整を実施しており、在宅や病院・施

設からの口腔アセスメント依頼にも対応している。後述の病

院との連携を通じ、病院から在宅へ、あるいは地域から歯

科医療へと円滑につながるケースが増加した。病院介入初

年度は病院での口腔アセスメント件数89件（２病院）で

あったが、３年目には

511件（４病院）に

増加し、訪問診療件

数も１件から84件へと

大きく伸長し現在は５

病院へ介入している。 

 

 

 

 

 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

相談応需と診療への流れ 

 

背 景 1 

2 

3 

4 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅱ 病院との連携強化 

福岡市歯科医師会による口腔管理推進室・地域連携室での取り組み 
 

2     
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［インタビュー対象］ 

福岡市歯科医師会          桐原浩輔 歯科医師 



 

 

 

市内５病院（福西会病院、福岡大学西新病院、市

民病院、千早病院、百年橋リハビリテーション病院）に対し、

月２～４回、推進室歯科衛生士が単独派遣され、各病

院で選定された入院患者を対象に口腔アセスメントを実施

し、必要に応じスタッフや患者本人へ口腔ケアの助言や指

導を行う。歯科治療が必要と判断された場合には、患者の

状況や希望を踏まえ、かかりつけ歯科医または登録されてい

る協力医療機関へ円滑につなぐ体制を整えている。事業開

始時には、歯科専門職が不在の病院を中心に推進室歯

科医師が訪問し、事業趣旨や内容説明を行い医科歯科

連携の重要性に理解を求め連携病院を拡大した。現在も

未連携病院に対して継続的に事業説明の機会を設け、連

携病院の拡大を図っている。 

 

 

 

 

評価指標として、訪問歯科診療依頼対応件数、電話

相談件数、連携病院での口腔アセスメント件数、訪問診

療件数等を定期的に集計し、事業効果の可視化と今後の

改善点の検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県歯科医師会からの委託業務として、福岡市歯科

医師会が請け負っている「訪問歯科診療推進整備事業」

では、実践的な研修（研修を修了し登録された指導歯科

医師に同行・見学）を実施しており、推進室が保有する医

療機関情報を提供し、研修希望者と指導歯科医師のマッ

チングの一助を担っている。 

 

 

 

 

リーフレットの配布や「デンタルフェア」等の啓発イベントへ

の参加、推進室紹介動画の作成・公開などを行っている。

これらを通じて、医療・介護関係者のみならず市民に対して

も、口腔管理の重要性と推進室の役割について理解促進

を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

5 

6 

7 

8 
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北海道の三次医療圏毎に、十勝圏域（十勝歯科医師

会）、根室・釧路圏域（釧路歯科医師会）、道南圏域

（函館歯科医師会）、道北圏域（旭川・留萌・稚内歯

科医師会）、オホーツク圏域（北見歯科医師会）、道央

圏域（空知、小樽市、室蘭、岩見沢、後志、美唄、日高、

苫小牧、千歳、札幌歯科医師会）の在宅歯科医療連携

室が設置されている。北海道は全体のほぼ半分を占める山

地と広大な平野が広がる中、都市間距離が全国の２～

３倍で、人口・専門職偏在という地域性があり、それぞれの

地域の実情に合わせ調整を図り展開されている。 

道央圏域の核である札幌市は、道内最大の人口と歯科

診療所数を有するが、10行政区毎に多職種連携への取り

組みがされており、加えて活動に温度差があることなどから、

その具体的な形や成果が見えにくいという構造的な課題を

抱えている。本事例は、札幌歯科医師会の活動として、道

央連携室業務と市の事業の連携の様子を紹介する。 

 

 

 

 

連携室事業は、平成24年度より国庫補助金を利用し

「在宅歯科医療連携室整備事業」として北海道歯科医師

会が道から委託事業として受け実施された（平成26年度

からは地域医療介護総合確保基金）。平成30年度から

は北海道歯科医師会の主体事業となり、道からの100％

の補助金事業「在宅歯科医療連携室整備事業」として継

続されている。平成29年度に設置された道央圏域在宅歯

科医療連携室は10郡市区歯科医師会で構成され、そのう

ち札幌歯科医師会の管轄域（札幌市を含む５市町村）

に対し札幌歯科医師会が事業運営を担っている（図）。 

連携室の役割は、１.連携室運営の核となる相談業務

や地域の歯科医師と多職種との連携の推進及び充実を

図る、２.地域包括ケアシステムに係る事業として医療と介 

 

 

 

 

 

護の連携の中に歯科が参入できるように推進する、３.在宅

歯科医療に関わる医師、看護師、介護支援専門員、介

護福祉士等との多職種連携を推進する、４.市町村を核と

した地域支援事業参画への誘導、５.安心・安全で良質な

在宅歯科医療を推進する、６.歯科職種と多職種、地域

住民等との調整役を担う、７.施設等への口腔アセスメント

や研修会等への依頼への調整、である。事業として地域の

実情の調査や、事前調査、周知説明、多職種連携推進、

研修会実施、在宅歯科医療連携推進連絡協議会が位

置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道央圏域在宅歯科医療連携室には、専従の歯科衛生

士２名が配置されている。札幌歯科医師会では連携室事

業開始前から多職種連携の推進、地域ケア会議への歯科

職種の参入を促進するため、歯科衛生士を雇用してきた。 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅲ 市独自の事業との連携 

札幌市歯科医師会と札幌市の取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

3    

 
［インタビュー対象］ 

札幌歯科医師会            理事 針谷宜宗 歯科医師 

同総務課地域医療係 道央圏域在宅歯科医療連携室 

木本恵美子 歯科衛生士 

梁川佳奈 歯科衛生士 
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札幌市では訪問歯科医師の育成・歯科衛生士の復職

支援の研修会事業や、オーラルフレイルに対するポピュレーシ

ョンアプローチ・ハイリスクアプローチ、後期高齢者訪問歯科

健診などを市の事業として実施しており、連携室業務と同

時並行的に推進するため、連携室歯科衛生士は札幌市

の事業と連携室業務を兼務し、全業務の10％以内の範

囲で市の事業に従事している。 

 

 

 

 

相談窓口には、介護支援専門員、家族、病院等から相

談依頼があり、連携室歯科衛生士が患者の全身状態や

ADL、口腔内の課題、居住地域を情報収集し、約300名

の協力医から担当医を選定する。迅速に対応するため当

日中に担当医に診療可否を確認・決定し、初回訪問の日

程調整まで代行する。転帰を把握するため、診療開始後の

約２週間から１ヵ月を目安に担当医に連絡し治療の進捗

や転帰を聞き取る。札幌歯科医師会の全会員にアンケート

調査を実施し、訪問診療の可否・範囲、時間等を調査し、

その結果をHPに掲載することで市民が検索できるようにして

いる。 

 

 

 

 

多職種が集まる連絡協議会などが少ないため、連携室

歯科衛生士が地域包括支援センターや区役所、市医師

会の在宅医療・介護・認知症サポートセンターを遍なく施設

巡回し、事業周知や実情把握を地道に行う“足で稼ぐ”活

動をしている。退院後早期の歯科介入を目指し病院の地

域連携室への巡回も行う。 

 

 

 

 

連携室歯科衛生士が行政区ごとの地域ケア連絡会など

の情報交換・研修会に積極的に参加し連携の地盤固めを

行っている。また、札幌歯科医師会独自の試みとして、行

政区単位で地域包括ケアシステムへの歯科職種の参入を

目指すモデルエリア事業を実施、その中で連携室歯科衛生

士が積極的に支援・サポートを行うなど、連携室と市の事業

の同時並行的な推進が強固に行われている。 

 

 

 

事業の評価として、相談件数や市町村等主催事業会

議出席記録、施設巡回記録、研修会活動記録を毎月、

地域ごとに集計し報告している。 

 

 

 

 

歯科専門職向けの訪問診療技術や多職種連携等の研

修を定期開催するなど、人材育成を行っている。 

 

 

 

 

パンフレットの他、一般向け口腔体操リーフレット、介護

支援専門員向け詳細な口腔アセスメントのガイド、道央圏

域在宅歯科医療連携室だよりなどで周知している（図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談応需と診療への流れ 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

在宅医療・介護連携推進事業等
自治体の事業との連携 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

4 

5 

6 

7
ｚ 

8 

9 
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 地域の実情  

富岡甘楽歯科医師会の管轄地域は富岡市と甘楽郡

(甘楽町、下仁田町、南牧村)の４市町村であり、高齢化

率34.6～65.2％の中山間地域である。平成４年より独自

に歯科保健医療事業を展開しており、平成22年には群馬

県が富岡甘楽歯科医師会に委託した形で群馬県内初の

「在宅歯科医療連携室」が設置された。平成27度からは

県補助金事業として運営している。同一管轄地域の富岡

市甘楽郡医師会が運営する「かぶら在宅療養ネットワーク

センター（かぶらネット）（平成29年度～）」や介護支援

専門員協議会・管内市町村の包括支援センターとの連携

が強固である。 

 

 

 

 

群馬県地域医療介護総合確保基金事業（3/4補助）

として「在宅歯科医療連携室整備事業」を実施している

（以下「事業」）。事業内容は、１.医療・介護との連携・

調整に関する業務：①公立富岡総合病院および公立七

日市病院との連携、②他職種との利用者情報の共有、２.

歯科診療等の紹介業務：①紹介業務の流れの充実と会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員への周知徹底、②電話・窓口対応の検討、③事前訪問、

３.診療機器貸し出し：①訪問用ユニットの一般歯科医

院への貸出、②診療機器の整備及び管理、③訪問診療

機器の使用方法の説明、４.広報に関する業務：①ホーム

ページ紹介、②県内・管内の各行事でパンフレット配布、を

実施している。 

 

 

 

 

富岡甘楽歯科医師会に、障害者診療（平成６年開

始）・訪問診療（平成５年開始）を行う「口腔保健セン

ター診療所」を開設している（会員が協力医）。連携室に

は歯科医衛生士専従１名パート２名配置され、機器貸し

出し（ポータブルユニット2台、レントゲン）の管理、歯科医

師会員への使用説明会等細やかに支援している（「事業」

３）。 

 

 

 

 

在宅医療的ケア児を含む住民・専門職等からの相談受

付（「事業」２②）では「在宅歯科医療連携室相談依頼

書」を作成活用し、詳細な日程調整、病歴、主訴や連絡

先等漏れのない情報把握をする。ロスタイムなく患者宅から

近距離の歯科診療所を紹介するため「歯科訪問診療協力 

 

 

 

 

 

 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

相談応需と診療への流れ 

 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅳ 基金事業の活用 

富岡甘楽歯科医師会と かぶら在宅療養ネットワークセンターの取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

4 

4.1     
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［インタビュー対象］ 

富岡甘楽歯科医師会      茂木忠泰 歯科医師 

入山久美子 歯科衛生士 

群馬県では地域医療の実情に合わせた取り組みの基

本的考えにあわせ、実情の異なる郡市区で個別に地

域医療介護総合確保基金補助金事業計画を実施 

することとなった。 



 

歯科医院名簿」を活用している。最大の特徴は、連携室の

歯科衛生士による「事前訪問」（「事業」２③）の徹底で

ある。初診前に患家の状況や患者の状態を正確に把握し、

担当医へ報告することで、診療器材の準備や歯科医師の

負担軽減に大きく寄与している。 

 

 

 

 

口腔外科がある富岡総合病院、歯科のない七日市病

院の入院患者の歯科診療ニーズには、連携室歯科衛生士

が全身状態等の情報収集を収集し（「事業」１①）、か

かりつけ歯科医師や口腔保健センター診療所が診療を行う

ための繋ぎの役割を担うなど、医科歯科・病診連携の双方

向のハブになっている。

場合により協力歯科

医師を雇い上げ口腔

保健センター診療所

における診療を行う。

また別事業で、介護

施設の口腔衛生管

理体制（基本サービ

ス）、経口維持加算

への協力のため会員

診療所の歯科衛生

士が実動している。 

 

 

 

 

かぶらネット・介護支援専門員協議会・管内市町村の

包括支援センター等に連携室歯科衛生士が参加し（「事

業」１②）、車椅子対応歯科医院や休診日等のリスト提

供を行い連携起点になっている。会が県介護支援専門員

協会に賛助会員として入会し、さらに介護支援専門員資

格を持つ連携室歯科衛生士が介護支援専門員協会富

岡支部会員であることで情報共有しやすい体制である。連

携室歯科衛生士が管内市町村の個別地域ケア会議に参

加、一体的実施の取組（住民サロン）に協力、甘楽町介

護予防Ｃ型（訪問型）の契約、自治体の広報や口腔関

連記事の相談対応等行う。また、後期高齢者医療広域

連合からの委託（別事業）で訪問歯科検診の実施（歯

科医師、連携室歯科衛生士の訪問）がある。 

 

 

 

 

相談人数、事前訪問調査実施件数、症例別連携ケー

ス数、依頼者別・主訴別集計等 

 

 

 

 

歯科衛生士の同行研修、医療介護従事者の養成校

講義、復職支援、歯科衛生士会を人材プールとして活用

するなど在宅歯科医療の環境整備を行っている。 

 

 

 

 

市町村事業、専門職研修会、歯と口の健康祭り、健康

子育てわくわくフェスタに参加しパンフレット配布、広報用風

船配布等（「事業」４）、また学会発表でも積極的に紹

介している。 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

在宅医療・介護連携推進事業等
自治体の事業との連携 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

5 

6 

7 

8 

9 
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 地域の実情  

藤岡多野歯科医師会の管轄地域は群馬県藤岡市と

多野郡である。中山間部が多くを占め歯科衛生士など専

門職人口が少なく、乳幼児健康診査等も他地域から派遣

される専門職の活用が行われている地域である。県歯科技

官から藤岡多野歯科医師会にモデル的に補助金事業実

施の打診があり連携室事業を開始した。平成29～30年頃

立ち上げに際し群馬県介護支援専門員協会藤岡多野支

部と医療介護連携センターふじおか（藤岡多野医師会に

開設）との協議を重ね、現在の体制となっている。公立藤

岡総合病院との糖尿病等合併症や摂食嚥下関連の医科

歯科連携勉強会、同病院栄養勉強会等の継続参加の

経緯から多職種との連携関係が築かれた。 

 

 

 

 

群馬県の同補助金事業（3/4補助）として「ふじおか在

宅歯科医療連携室整備事業」等3事業を展開している。

同連携室整備事業においては（１）多職種及び関係機

関と歯科との連携・調整、（２）『いつでも相談』-いつでも

在宅歯科診療の相談ができる窓口開設・運用、（３）在

宅歯科診療の紹介業務、（４）歯科医師会会員診療

機能情報の発信、（５）他団体の医療・介護連携相談

窓口事業との連携、（６）ふじおか在宅歯科医療連携

室運営委員会の開催を実施している。 

 

 

 

 

そのほか人材育成として「ふじおか在宅歯科医療等多職

種連携研修事業Ⅰ」「ふじおか在宅歯科医療等多職種連

携研修事業Ⅱ」（後述）の事業を実施している。 

 

 

 

 

藤岡多野歯科医師会は藤岡商工会議所内に設置され

ており、歯科衛生士の配置はなく、事務職員（行政職経

験者）１名、パート１名の構成である。会を通じて県歯科

技官、市役所等との連携体制を構築している。 

 

 

 

 

歯科衛生士不在の相談応需であるため、事務職員の初

期対応で「痛い」「入れ歯」「飲み込めない」レベルの課題の

区別と保険証情報のみ聴取し、即座に歯科医師会理事

に伝達し近隣地域の歯科医師の派遣に結びつける体制に

し、さらに診療実態を会に報告する仕組みにしている。医療

介護連携センターふじおかに口腔または摂食嚥下等の相談

が来た際には住所地を目安に直接登録歯科医院に連絡

が来る形式とした。ポータブルユニット、レントゲンの機器貸し

出しは定期的な借用ニーズがある。 

 

 

 

 

公立藤岡総合病院のNSTが行うミールラウンドに藤岡多

野歯科医師会理事が委員として出席し（上記連携室整

備事業の（１）に位置づけ）、退院時カンファレンス出席

要請もある。診療以外の病診連携、医師会や自治体と 

 

 

2 
財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

相談応需と診療への流れ 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅳ 基金事業の活用 

藤岡多野歯科医師会と医療介護連携センターふじおかの取り組み 
 

背 景 1 

2 

3 

4 

5 

4.2     
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［インタビュー対象］ 

藤岡多野歯科医師会      村川正紀 歯科医師 

群馬県では地域医療の実情に合わせた取り組みの基

本的考えにあわせ、実情の異なる郡市区で個別に地

域医療介護総合確保基金補助金事業計画を実施 

することとなった。 



 

の連携は理事を経由する。介護施設や障害者施設設立

時に会に協力要請があり、協力歯科医師を決めるまでの伴

走を連携室が行い、決定後は協力歯科医師が直接連携

する。 

 

 

 

 

藤岡市医療介護連携推進会議には会長及び専務理

事が参加し、医療介護連携センターふじおかに歯科医師数

名が派遣され協力支援している。同センターで地域の医療

介護資源として歯科医院情報（含診療内容や交通費等）

を公開しており、障害者歯科診療体制も構想中である。地

域包括支援センターとの連携関係の中で個別地域ケア会

議への参加要請がある。 

 

 

 

 

アウトカムとして相談件数、在宅診療実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述の「研修事業Ⅰ」では藤岡商工会議所における口

腔機能維持向上に寄与することを目的とした市民公開講

座、在宅医療・介護連携に関わる口腔領域の知識向上に

むけた多職種向け研修事業、運営会議および情報交換を

行っている。さらに上記「研修事業Ⅱ」ではおもに在宅歯科

医療に従事する歯科医療関係者に向けた人材育成を目

的とした研修会を行っている。多野藤岡地域リハビリ研究

会（任意団体）の研修会事業に積極的に参加し認知症

啓発や口腔の健康に関する普及、公開講座アンケートによ

るニーズ分析の報告をしている。 

 

 

 

 

PRとして『在宅歯科診療のお知らせ』を作成し医療・介

護関連施設団体に連携室職員が配布する。そのほか小規

模なサロン等の出前講座、藤岡健康福祉祭での出展・健

康相談会に参加している。 

在宅医療・介護連携推進事業等
自治体の事業との連携 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 
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 地域の実情  

館林邑楽歯科医師会の管轄地域は館林市と邑楽郡

（大泉町、邑楽町、千代田町、明和町、板倉町）の１

市５町であり、埼玉・栃木の県境であるため県をまたいだ入

退院支援が不可欠である。平成20年代に館林市邑楽郡

医師会が中心となった任意団体「たておう在介ネット（館

林邑楽在宅医療・介護ネット）」、さらに平成30年頃に公

立館林厚生病院の脳外科医師、NST、摂食嚥下関係の

多職種任意団体「館林邑楽おくちのリハビリ研究会」が活

動していた。これらのネットワークを基盤として、平成29年館

林市邑楽郡医師会での「在宅医療介護連携相談センター

たておう」設置に伴い連携構造が移行した。「たておう」の看

護師相談員の支援もあり在宅歯科医療連携室設置が進

められた。 

 

 

 

 

平成30年から群馬県地域医療介護総合確保基金補

助金事業（3/4補助）として「館林邑楽在宅歯科医療連

携室整備事業」を実施している（以下「事業」）。事業内

容は１.医科・介護との連携・調整に関する業務：たておう

在介ねっと、館邑在宅ケア研究会に各数名所属、連携室

設置を案内、２.在宅歯科医療希望者の窓口設置に関す

る業務：館林邑楽歯科医師会内に館林邑楽在宅歯科

医療連携室を設置、３.在宅歯科医療や口腔ケア指導者 

の実施歯科診療所等の紹介に関する業務：館林市より 

 

 

 

 

 

 

依頼のあった介護予防プログラムに講師派遣（歯科医師

３名、歯科衛生士３名）、４.在宅歯科医療機器の貸し

出しに関する業務、５.地域における喫緊であり、住民や在

宅歯科医療を受ける者、家族等から要望が寄せられている

事項および広報に関する事業、である。 

 

 

 

 

平成14年設置の館林邑楽歯科保健医療センターでは

障害者診療・休日診療の他、外来通院可能な在宅・施

設高齢者の診療を行なっている。在宅歯科医療連携室に

は常勤専任歯科衛生士１名が配置され、機器貸し出しと

してポータブルユニット２台、レントゲン２台を管理している。

連携室長に歯科医師会の在宅介護委員会担当理事が

就いている。 
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［インタビュー対象］ 

館林邑楽在宅歯科医療連携室  

  三坂亜矢子 歯科衛生士 

群馬県では地域医療の実情に合わせた取り組みの基

本的考えにあわせ、実情の異なる郡市区で個別に地

域医療介護総合確保基金補助金事業計画を実施 

することとなった。 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅳ 基金事業の活用 

館林邑楽歯科医師会と在宅医療介護連携相談センターたておうの取り組み  4.3     

 



 

 

 

 

１市５町と広域であるためそれぞれに担当理事を配置し、

情報共有後に登録してある初診確認担当医（またはかか

りつけ歯科医師）が配当される。介護支援専門員からの

電話・Faxが多く相談時には、「訪問歯科診療申込書」と、 

口腔内情報の「事前確認書」「在宅歯科医療連携室依

頼報告書（申込書）」の３点を必ず作成し保存する。初

診確認担当医決定後、連携室事業の一環で予備診査

（無料対応）が行われる（「事業」２）。申込書において

予備診査時の報告（転帰、担当医交代等）がなされ、そ

の後は担当医の自院で診療が行われる。 

 

 

 

 

地域への浸透の結果、連携室を経由しないケースも増え

た反面、住民から歯科診療に限らない相談や、歯科のない

病院の医師や施設相談員からの相談を受けるケースがあり、

障害者・訪問歯科診療経験豊富な担当歯科衛生士が対

応する。県境特有の障害者歯科診療も含めた受療調整 

業務が多く、退院時支援として退院後歯科診療依頼もあ

る。介護施設の口腔衛生管理体制（基本サービス）勉強

会の依頼も連携室に来る。 

 

 

 

 

 

「たておう」での多職種研修会、グループワーク等に在宅介

護委員会の歯科医師および連携室歯科衛生士が参加し、

連携関係を構築している（「事業」１）。市の一体的実施

事業「シニアの元気アップ大学」や通いの場への講師派遣

（「事業」３）には連携室は調整役になる。保健所からの

要請、自立支援型個別ケア会議参加に連携室が対応する。 

 

 

 

 

連携に関わる業務内容を中心に報告。 

 

 

 

 

歯科医療従事者向け研修会、住民向け公開講座を定

期的に実施。 

 

 

 

 

パンフレット等を介護支援専門員研修会や「たておう」で

配布（「事業」５）し、一般向けには会主催の公開講座

等でのパンフレット配布や、自治体の広報での周知も行って

いる。そのため歯科診療希望だけでなく“要介護高齢者の

食（テクスチャー調整の困難等）”に関する電話相談が来

ることもある。 

 

 

 

 

相談応需と診療への流れ 

組織連携 （病院・地域・在宅） 
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 地域の実情  

太田新田歯科医師会の管轄地域は主に群馬県太田

市で構成され県下第三位の人口規模を有する。住民から

の訪問歯科診療に関する問い合わせの増加から平成30年

に相談対応を行う「歯科訪問センター」の開設に至った。太

田地域在宅医療・介護連携推進協議会以外にも地域の

課題を検討する太田地域職域連携推進協議会において、

行政及び医療介護多職種関係団体が一同に集まり地域

の個別事例について協議し、対応策の検討を実施している。

関係構築と情報共有はもとより、事例ごとの対応案や事例

を通じた地域課題の共有、地域の取り組みにおけるPDCA

サイクルの循環に役立っている。 

 

 

 

 

群馬県の地域医療介護総合確保基金に基づ

く補助金事業（3/4補助）として「群馬県在宅

歯科医療連携室整備事業」により「歯科訪問セ

ンター」を設置している。事業内容は、１.運営委

員会（診療委員会）の開催、２.医科・介護連

携会議等の開催・参加（歯科における医療連携

協議会、太田地域在宅医療・介護連携推進協

議会含む）、３.歯科訪問診療窓口/紹介（歯

科訪問センターで受け付けるものを含む）、４.障

がい児（者）施設訪問歯科検診の実施、５.在

宅歯科医療機器貸出である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田新田歯科医師会の建物に休日歯科診療所および

「歯科訪問センター」という名称で在宅歯科医療連携室を

設置し事務局長および２名の歯科衛生士が所属している。 

 

 

 

 

太田市内の住民（患者・家族）、医療介護関係者等

からの相談対応を行う。相談に応じてまずは該当患者のか

かりつけ歯科医による対応を第一選択として、かかりつけ歯

科医の対応が難しい場合は登録医・協力医に配当する仕

組みとしている。訪問歯科診療協力歯科医療機関のリスト

は手挙げ方式で作成し12区域に分割配置しHPに公開して

いる。電話による聞き取りで「歯科訪問診療依頼書」を作

成し、担当医決定後、依頼書を担当医にFAXやPDF添付

で送付し、担当医から患家へ連絡する。担当医の診断のも

と、患者の全身疾患や精神、障害の状態に応じて、二次 
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［インタビュー対象］ 

太田新田歯科医師会       小野好一 歯科医師 

岸隆史 歯科医師 

楢原明憲 事務長 

群馬県では地域医療の実情に合わせた取り組みの基

本的考えにあわせ、実情の異なる郡市区で個別に地

域医療介護総合確保基金補助金事業計画を実施 

することとなった。 

市区町村・郡市区歯科医師会の取り組み    Ⅳ 基金事業の活用 

太田新田歯科医師会と太田市在宅医療介護連携センターの取り組み 4.4     

 



 

医療機関・三次医療機関も紹介している。また、機器貸し

出しとしてのポータブルユニット、レントゲンは有料貸出の仕

組みとしている。 

 

 

 

 

太田市が属する二次医療圏の３分の１以上に歯科口

腔外科が設置されている。会と５つの病院（①県立がんセ

ンター、②本島総合病院、③SUBARU健康保険組合太田

記念病院、④イムス太田中央総合病院、⑤足利赤十字

病院）の歯科口腔外科の歯科医師は3か月に１回定期

的に一同に集まる地区医療連携協議会で、診療依頼方

法や対応可能な患者像などの情報交換を行い、相互理

解による病診連携関係の深化を実現している。また、障が

い児（者）施設訪問歯科検診は７施設で実施している。 

 

 

 

 

太田市には９つの地域包括支援センターがあり、市からの

要請に応じて各エリアに担当歯科医師を選定し、各エリアの

定期会議への参加等を通じて、平時からの顔が見える関係

の構築を深めている。また、太田市医師会に設置されている

太田市在宅医療介護連携センター事業との協力体制のも

と看護協会や介護支援専門員協会等と協働し、地域の課

題解決策を検討している。 

 

 

 

 

相談対応・訪問診療の実施件数、会議や事業実施状

況。 

 

 

 

 

 

 

 

太田市在宅医療介護連携センター事業のなかで、ニーズ

に応じ医療介護関係者を対象とした研修会を開催しており、

地域の多職種との課題共有を深化させている。在宅歯科

医療に関わる歯科医師の理解や知識・技術の平準化に向

けて、歯科医療従事者向けの研修の実施等の必要性を感

じている。 

 

 

 

 

パンフレットを地域の公民館やイベント等で配布している

ほか、地元コミュニティFM太郎に出演し歯科訪問センターの

周知をしている。また太田市健康づくり課による市の広報、

地区ごとの行政センターだよりに訪問歯科診療のご案内の

掲載がある。地域住民へのアウトリーチ活動の更なる充実が

必要と考えている。 

 

組織連携 （病院・地域・在宅） 
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私が群馬県庁に赴任した平成26年当時、目の前にあっ

たのは地域ごとに異なる医療資源の偏在と切実なニーズで

した。 

 

 

 

平成28年に「地域医療介護総合確保基金」という財源

が誕生した際、私は「県単位の一律な枠組みで動かすべき

ではない」と直感しました。山間部、医療資源の多寡、広

域調整ニーズなど、抱える課題は千差万別です。介護支援

専門員が口腔の悩みを即座に相談できる窓口を作るには、

ミクロな視点が不可欠です。そこで私は補助先をあえて郡市

区歯科医師会（郡歯）に絞り、それぞれの郡市区の手法

による「在宅歯科医療連携室」運営へ予算を投じる戦略を

立てました。 

 

 

 

行政の予算には自己負担や廃止のリスクが付きまといま

す。本事業も補助率3/4。「事務作業が煩雑だ」と二の足を

踏む郡歯もありましたが、私は自ら「仕向け」ました。事務局

がある郡歯なら、既存の業務を按分して人件費を計上すれ

ば宜しいのです。書類が書けないなら、私が「ひな形」を作り、

書き方を指導すれば良いのです。さらには動いてくれる先生

を“一本釣り”しての膝詰めの議論。「実質は県の委託事業

のようなものです。一緒に地域を作りましょう」と説得して回っ

たのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の財政課には「県の持ち出しがない」ことを説明し、現

場には「3/4の予算を出すから」と口説き落とす。行政歯科

技官として現場と行政の「通訳」になり、同じ目線で汗をか

く。それが私のスタイルでした。 

 

 

 

よく他県から「なぜ郡歯に直接補助？」と驚かれましたが、

資源が乏しい地域こそ、生活圏域に根ざした調整が必要な

のです。ここで問われるのが技官の臨床経験と調整力、コミ

ュニケーション能力です。訪問診療の現場を知らない技官で

は、現場と噛み合う実効性のある絵は描けません。在宅診

療にとって適切な臨床感覚を、行政のスキームに乗せて継続

させる。このバランス感覚こそが、行政歯科医師に求められる

資質ではないでしょうか。 

 

 

 

連携室のアウトカムは単なる相談件数や診療件数だけで

はありません。「在宅歯科」の言葉が浸透し、地域ケア会議

に在宅歯科医療連携室が当たり前に呼ばれる、その“看板”

を作ること自体に意味があります。地域包括ケアシステムは

ゴールのないマラソンのようですが、国の「基金」をいかに現場

の毛細血管まで流し込めるか。司令官が描く絵ひとつで、

地域の歯科医療は大きく変わるのです。 

Column❹            

地域医療の最前線に『基金』を流し込む 

〜「県」ではなく「郡市区」の連携室事業展開手法〜 

 

 

元・群馬県健康長寿社会づくり推進課 

歯科部長 石田圭吾 

 

なぜ「県」ではなく「郡市区」だったのか 

歯科技官に求められる「臨床感覚」 

ゴールのないマラソンを走り続ける 

壁を超える仕掛け  
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都道府県・ 
都道府県歯科医師会の取組 

第 2ⓑ 部 

 



 

 

 

鳥取県では急速な高齢化の進展と人口減少が並行し

て進んでおり、地域包括ケアシステムの構築が最重要課題

の一つである。かねてより鳥取県歯科医師会では地域医療

再生基金を活用したモデル事業として訪問診療機器整備

事業を実施していたが、歯科医療機関と医療介護専門職

種との連携は個々の歯科医師の熱意に基づく「点」の活動

に留まっていた。多職種連携の必要性はあるものの、相談

相手の不明・不在、時間的・物理的な制約のなかで双方

を繋ぐ調整役がいないことが、在宅歯科医療普及の大きな

障壁となっていた。平成26年基金事業開始を契機に、「電

話番はいらぬ、訪問歯科のワンストップ窓口を作る」という

構想で、歯科専門職が地域ケアの輪に主体的に加わり、

継続的に地域支援を提供する組織的な「ハブ」機能として

鳥取県地域歯科医療連携室（以下、連携室）を立ち上

げることとなった。連携室は単なる歯科相談窓口ではなく、

多職種との連携強化、相互理解や情報発信等を行なう

医療・介護・行政間の連携を深める重要な部門である、と

認識されている。 

 

 

 

 

本事業は、地域医療介護総合確保基金を財源とした

「在宅歯科医療拠点・支援体制整備事業」補助金事業

である（平成26年～）。鳥取県は東部、中部、西部の３

つの二次医療圏に分かれており、それぞれ地理的特性や医

療資源の配置が異なる。そのため、３つの二次医療圏と一

致した郡歯科医師会それぞれに「東部」「中部」「西部」の

地域歯科医療連携室に加え「県本部」の４つの地域歯科

医療連携室を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部は平成12年介護保険開始時に医歯薬三師会が

世話人になり立ち上げた任意の多職種勉強会「鳥取県西

部在宅ケア研究会」で顔の見える関係を積み重ねてきた。

「介護難民は連携難民」を合い言葉として集まり連携を深

め続けた土壌があり、その流れで平成26年連携室設置から

の現場の連携に繋がった。一方、東部は平成24年から形

成されていた任意の多職種連携組織（地域支援口腔ケア

研究会）を前身として、平成27年からは連携室の立ち上

がりに伴い研究会が事業に組み込まれた経緯であった。 

現在の「県本部」の事業内容は１.連携室運営、２.県

民への広報、３.県下の状況把握、４.研修会等の企画・

開催運営、５.介護予防・高齢者歯科検診事業等、６.行

政（県医療政策課・長寿社会課・健康政策課等）・専

門他職種との連携などである。 

 

 

 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

 

背 景 1 

2 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅰ 在宅医療・介護連携推進事業との連携 

鳥取県歯科医師会と行政・二次医療圏域ごとの取組 
 

5     
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［インタビュー対象］ 

米子市長寿社会課 地域包括支援センター 

統括マネージャー 船木敏江 看護師 

特別養護老人ホーム さかい幸朋苑  

児嶋吉功 言語聴覚士 

錦海リハビリテーション病院（訪問担当） 

佐藤勝之 言語聴覚士 

鳥取県歯科医師会地域歯科医療連携室  

室長 足立融 歯科医師  

西尾朋美 歯科衛生士 

鳥取県東部歯科医師会東部地域歯科医療連携室 

室長 久保克行 歯科医師 

上原朋巳 歯科衛生士 

鳥取県中部歯科医師会中部地域歯科医療連携室 

室長 國竹洋輔 歯科医師 

岡いずみ 歯科衛生士 

鳥取県西部歯科医師会西部地域歯科医療連携室 

室長 土井教子 歯科医師 

織奥奈々 歯科衛生士 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東部」「中部」「西部」の業務内容は２次医療圏の状

況に合わせ、それぞれが１.医療・介護との窓口、２.歯科

訪問診療希望者の窓口、３.口腔ケアの指導、４.医療圏

行政等会議への出席、５.在宅医療機器の管理・貸し出し

などを行っている。 

平成26年当時基金事業の趣旨を捉え、県歯科医師会

会長が歯科の連携拠点の設置を提案し、県担当者と厚

生労働省へ直接出向いて地方の脆弱性を説明し、事業の

必要性を訴えかけたことが、事業実施につながった。地域の

特性に合わせ、連携室の事業計画に地域ケア会議や在宅

医療介護連携推進事業との連携、病院連携を位置づけ

ている。現在では鳥取県の保健医療圏地域医療計画、市

区町村の地域包括ケアシステムに地域歯科医療連携室の

名称と役割が明記され、公的な相談・調整窓口として持

続的な運営が担保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県全体を統括し行政との橋渡しを担う県歯科医師会に

設置された県本部連携室と、３つの地区連携室からなる

重層的な構造をとっている。県本部は鳥取県歯科医師会

館、東部（鳥取市）・中部（倉吉市）・西部（米子市）

には各地区歯科医師会館内に設置され、診療室業務およ

び地域事情に精通した専任の歯科衛生士を１名ずつ配置

し、さらにそれぞれに室長（歯科医師会理事）が配置され

ている。連携室の歯科衛生士は、窓口機能だけでなく、業

務用モバイルを持ち患家や病院へ事前訪問・アセスメントし、

診療調整等を行う。診療、指導など必要に応じサポート歯

科衛生士（非常勤）の派遣、業務調整の機能も有して

いることが県全体の専門職マンパワー不足を克服する業務

調整の鍵となっている。 

連携室運営委員会は公衆衛生担当理事、県歯科衛

生士会会長、県本部並びに、各地区室長・歯科衛生士で

構成され連携室事業の総括と、県行政との折衝のために

開催され、さらに４連携室室長と歯科衛生士の集まる実

務的会議を年３回程度行い理念の共有を徹底している

（図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置状況・人材体制 3 
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連携室は、住民や多職種からのあらゆる歯科相談を受

け止める総合窓口として機能する。診療相談は主治医、

介護支援専門員を中心に電話やFaxで相談が入る。単な

る歯科医院の紹介ではなく、主訴や全身状態、服用薬、

介護サービス利用状況などを丁寧に聞き取り、かかりつけ歯

科医の有無を確認し、対応困難やいない場合には、拠点

歯科衛生士が各地区の「在宅歯科診療登録医リスト」か

ら地理的条件や患者の病態、専門性を考慮して担当歯科

医師を選定し、紹介を行う（図）。 

本事業で特徴的なのは、連携室の歯科衛生士が患者宅

や施設を訪問する事前訪問（口腔診査・アセスメント）

（「事業」２）である。口腔状況の確認だけでなく、本人の

認知機能、介護状況、口腔内状況、経路、駐車場の有

無など詳細に報告することで、訪問診療の担当歯科医師

の負担軽減につなげている。歯科治療につながらなくても訪

問することで住民や専門職にとっての気軽な相談先にもなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県立中央病院や各市立病院の歯科口腔外科と

密接な連携を構築している。病院の歯科衛生士や相談員

からの依頼を受け、連携室の歯科衛生士が病棟を訪れて

事前訪問を行い、診療調整を行う。東部圏域では院内連

携の上で鳥取市立病院歯科衛生士から連携室に退院時

カンファレンス参加要請の仕組みを構築した。障害者施設

入所者への口腔評価や職員指導も連携室事業として実

施している（「事業」３）。 

 

 

 

 

県歯の公衆衛生部門に連携室が位置づけられ、県行

政とのスムースな連携がとれている。地区連携室が市町村

との窓口となり、郡医師会と郡歯科医師会が全く同じ医

療圏域であるため、在宅医療・介護連携推進事業に必ず

連携室歯科衛生士が参加し、ときに講演するなど密接な 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談応需と診療への流れ 組織連携 （病院・地域・在宅） 4 5 

在宅医療・介護連携推進事業等 

自治体の事業との連携 6 
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関係を築いている。例えば、米子市の一体的実施事業への

歯科専門職派遣の窓口は西部連携室であり、中部・西部

では地区連携室歯科衛生士が個別地域ケア会議のための

事前口腔調査をする。また、東部連携室室長が東部医師

会在宅医療介護連携推進室の世話人・ワーキンググループ

メンバーになっており連携室と共に啓発等の実動を担ってい

る（図）。総合事業、地域ケア会議、認知症ケアパスなど

あらゆる場面に連携室が機能する土壌が形成されている。

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査情報の共有もある。 

 

 

 

 

依頼件数、歯科衛生士による事前訪問件数、電話相

談件数を医療圏ごとに報告するほか、市町村の介護・認知

症施策関連会議、地域ケア会議への参加・事前調査を報

告する。新型コロナウイルス感染症の拡大期は、連携室に

よる電話相談や他職種への情報提供はむしろ増加した。 

 

 

 

 

多くの研修会事業も開催している。歯科医師認知症対

応力向上研修や、歯科衛生士向けには訪問歯科衛生士

養成研修会を開催し、施設診療の同行研修を行っている。

また、一体的実施事業への従事者を養成する地域と歯科

医院を繋げるための歯科衛生士研修会（在宅医療推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修事業）も実施する。高齢者施設における口腔機能向

上推進事業では入所者への口腔診査とともに職員への個

別指導を実施するほか、多職種連携推進研修会、各圏

域での口腔ケア研修会を実施し、介護職の誤嚥性肺炎予

防や歯科との連携維持の意欲向上、信頼関係を築く貴重

な機会ともなっている。 

 

 

 

 

開始当時は、行政や他職種への説明も手探りの状態で

あった。しかし、歯科衛生士たちがパンフレットを手に、一軒

一軒の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを

回った地道な挨拶回りが、現在の信頼の礎となっている。住

民に対しては公的機関でのパンフレット配布をするが、あえて

住民への直接周知ではなく、医療介護専門職への周知を

行ない、専門職と共に事前訪問できるように戦略的に周知

をしている。事前訪問のために山間部・豪雪地帯・過酷な

夏季の独居高齢者宅への訪問など、現場の困難を厭わず

住民に寄り添い続けた姿勢が、介護支援専門員からの信

頼に繋がっている。一方、入院入所を契機に歯科介入の途

切れるケースや認知症の行動・心理症状が多い時期の歯

科受療困難、歯科専門職人材不足によるマッチング困難

の課題も抱えている。 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

7 

8 

9 
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 「在宅歯科医療連携室」から「口腔管理推進室」へ  

従来の「在宅歯科医療連携室」は、その名称から在宅

医療に特化した取組であるとの印象を与えやすく、病院医

療や予防的観点からの歯科の関与が十分に認識されにく

いという課題があった。そこで、事業の実態および今後の方

向性をより明確に示すため、「口腔管理推進室」へと改称し、

在宅医療に限定された印象の払拭を図った。本改称を契

機として、がんや糖尿病等の生活習慣病の重症化予防を

重要な目的の一つに位置付け、専任の歯科衛生士による

相談対応体制の充実を図るとともに、地域の医療機関と

連携した歯科専門職による入院患者への口腔機能管理、

さらには退院後の継続的な口腔管理までを一体的に実施

している。これらの取組を通じて、治療期間および在院日数

の短縮、再入院率の低下といった医療の質および効率性の

向上を図るとともに、患者の生活の質（QOL）の維持・向

上に寄与することを目指している。令和２年度からは、地域

の歯科医師会において「口腔管理推進室」の設置を順次

開始した。現在では、福岡県内13医療圏すべてにおいて最

低１室を設置しており、サテライトを含めると計17か所で設

置が完了している。今後は、現在未設置である7郡市区歯

科医師会への設置を計画的に進め、最終的には県内24か

所すべてに口腔管理推進室を設置することを目標としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「口腔管理推進室」 の役割  

口腔管理推進室は、主な役割として、①医科・介護・歯

科との連携窓口、②口腔健康管理に関する総合的な相

談窓口、③病院等への歯科専門職の派遣、④在宅歯科

医療、口腔健康管理、周術期口腔機能管理等に対応可

能な歯科診療所の紹介、⑤地域歯科医療に関する広報、

⑥在宅歯科医療機器の貸与を担い、口腔健康管理の推

進を図っている。 

 財源・制度的位置づけ  

本事業は、地域医療介護総合確保基金（Ⅰ-１）を

活用した「口腔管理推進室整備事業」を主な財源として実

施している。これに加え、県の他の委託事業を並行して運用

することで、単一事業にとどまらない多角的な事業展開を

可能としている。このように、口腔管理推進室は、複数の制

度や事業を横断的に活用する拠点として機能しており、地

域医療・介護・福祉をつなぐハブ的役割を果たしている点に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

 

背 景 1 

2 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅱ 各種事業の連携活用 

福岡県歯科医師会の口腔管理推進室と関連事業の取り組み 
 

6     
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［インタビュー対象］ 

福岡県歯科医師会 

専務理事  川端貴美子 歯科医師 



 

特徴がある。なお、口腔管理推進室に所属する歯科衛生

士が地域ケア会議等に出席する場合、その人件費について

は、国の事業（連携室業務）に係る予算とは明確に区分

している。市町村から会議出席に対する費用が支払われる

場合には、連携室業務の勤務時間外として取り扱うなど、

制度上の整理を徹底している。 

 

 

 

 

 設置状況・配置および運営体制  

口腔管理推進室は、地域歯科医療との円滑な連携を

図る観点から、原則として郡市区歯科医師会館内に設置

されている。例外として１か所のみ、医師会急患センターの

一部を使用して設置しているが、いずれの拠点においても、

地域医療の中核的な場所に配置されている点が特徴であ

る。各推進室の運営は、室長（担当理事または副会長等）

を中心として、理事者および実務者による会議体が担ってい

る。専従の歯科医師を配置しない体制とすることで、人的

資源を効率的に活用するとともに、地域の実情に応じた柔

軟な運営が可能となっている。また、本事業は中央主導型

の画一的な運営ではなく、現場の裁量を尊重する方針を

採用している。年１回開催される全体情報共有会において

は、各推進室の取組事例や課題を共有し、好事例の水平

展開を行っており、各推進室が自律的に課題解決や業務

改善に取り組むことができる仕組みを構築している。 

 人材体制  

口腔管理推進室では、事業内容の拡大に対応するため、

常勤換算の上限を、在宅歯科医療連携室時代の1.5～2

人から2.5人へと拡大し、歯科衛生士の配置強化を図って

いる。これにより、相談対応、病院や地域への派遣、研修

事業への対応など、多様な業務を安定的に実施できる体

制を整えている。雇用形態は単年度ごとであるが、歯科衛

生士が業務経験を積み、専門性を高めながら地域に根付

いた活動を行えるよう配慮している。 

 

 

 連携運用（病院・地域・在宅）と相談・派遣  

口腔管理推進室への相談元は、介護支援専門員や病

院からの相談が多くを占めており、次いで住民や家族からの

相談も一定数寄せられている。特に、退院時カンファレンス

への参加依頼が多く、医療から在宅へと移行する重要な場

面での支援が求められている。かかりつけ歯科医がいない、

または不明確な患者については、推進室の歯科衛生士が

カンファレンスに参加し、患者の全身状態や生活環境、口

腔内の状況を把握した上で、適切な歯科医師の調整・紹

介を行っている。これにより、退院後も切れ目のない口腔健

康管理の提供が可能となっている。 

 

 

 

 

 評価と可視化、データ標準化  

現場での連携が進むにつれ、推進室の仲介を必要としな

いケースが増加するため、電話相談件数は減少する傾向に

あるが、これは連携体制が機能している結果であり、事業の

成果として捉えている。 

また、アセスメントシートの様式を県内で標準化するととも

に、連携室を介して実施した診療後の経過報告を必須とし、

歯科医師会において情報を集約している。 

 

 

 

 

 広報・地域浸透と連携  

各拠点において、チラシ、リーフレット、クリアファイル等を制

作し、自治体広報や医師会誌への掲載、健康フェアへの出

展を通じて認知拡大を図っている。また、推進室の歯科衛

生士が、地域の通いの場や認知症カフェ等において講話を

行っている。これらの活動は、歯科衛生士会と緊密な連携

体制を構築した上で実施している。 

設置状況・人材体制 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

評価と可視化データ 

周知・広報・地域浸透 

3 

4 

5 

6 
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口腔管理推進室では、地域の医療機関との連携を主な

業務としているが、それ以外にも、県の補助金を活用した事

業や委託事業に携わり、地域の医療・福祉の推進に貢献

している。 

① 心身障がい者（児）歯科保健医療推進事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

障がい者（児）の歯科診療に関する研修を開催し、対

応可能な歯科医師を登録することで、県内各地域において

歯科受診が可能となる体制を整備している。 

② 歯科医師認知症対応力向上研修事業 

（保険医療介護部 高齢者地域保健ケア推進課） 

今後の認知症高齢者の増加を見据え、認知症の人やそ

の家族を支えるために必要な基本的知識や多職種連携等

に関する研修会を開催している。認知症が疑われる方の早

期発見や、かかりつけ医との連携強化を図るとともに、研修

修了者をリスト化し、関係機関と連携して地域における認

知症医療体制の推進および受診の利便性向上を図ってい

る。 

③ 8020運動推進特別事業・がん患者のための歯科医療 

連携推進事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

各郡市区歯科医師会において、歯科関係者や地域で

がん治療を行う医療機関等を対象に、周術期における歯

科の関わりについて理解を深めるための研修等を開催してい

る。これにより、口腔健康管理が効果的に行われるよう、医

科歯科連携体制の整備を図っている。 

④ 歯科口腔保健強化推進事業・障がい者（児）施設 

口腔ケア支援事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

心身障がい者（児）施設の管理者や職員等を対象に、

口腔衛生管理への理解促進および効果的な口腔ケアに関

する研修会を開催している。使用する物品や実際のケアに

おける留意点等を伝えるとともに、研修後もメール等による

質疑応答や、必要に応じた施設での直接指導を実施して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ がん患者等医科歯科連携整備事業・ICTを活用した 

地域歯科医療ネットワーク基盤整備事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

福岡県歯科医師会では、周術期、在宅歯科診療、食

支援等に関する歯科医療分野の連携を効果的・効率的に

推進するため、ICTを活用したネットワークシステム「福岡うぐ

いすネット」を独自に運用している。関係機関との連携に必

要な各種様式や文書作成支援機能等を整備し、会員に

よる活用を推進している。 

⑥ 訪問歯科診療推進整備事業・在宅歯科同行訪問 

研修事業 

（保険医療介護部 高齢者地域保健ケア推進課） 

自宅や施設等を訪問して歯科診療を行う歯科医師の増

加を目的として、訪問歯科診療の制度等に関する研修を

実施している。また、地域の歯科医師会において経験のある

指導歯科医師を設定し訪問診療に同行見学する研修事

業を行っている。 

⑦ オーラルフレイル対策定着推進事業・オーラルフレイル 

対策定着促進事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

市町村からの依頼に基づき、県歯科衛生士会の協力の

もと、歯科専門職によるオーラルフレイルに関する講話や、口

腔機能の状態を把握するための検査等の出張講座を実施

している。 

⑧ オーラルフレイル対策定着推進事業・オーラルフレイル 

研修事業 

（保険医療介護部 健康増進課） 

オーラルフレイルに関する正しい知識と理解を深めるための

研修会を開催し、口腔機能低下の早期発見および機能

維持を図ることで、摂食嚥下障害の予防に努めている。 

 

口腔管理推進室の関わる 

県の補助金による事業 7 
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 口腔管理推進室の地域差  

大きな拠点病院等が所在する都市部では、５疾病への

対応が進んでいる一方、拠点病院のない地域では在宅医

療に特化する傾向がある。このように、地域の医療資源によ

って取組内容には違いがあるが、会議の開催や横断的な連

絡体制を通じて、情報共有を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雇用の安定性  

地域医療介護総合確保基金を利用した単年度での事

業であるため、歯科衛生士の雇用での問題は拭い切れな

いが、本事業が持続性の高いものであることを説明すること

で、雇用不安の緩和に努めている。 

 

 

 

 

 

8 
 

課題 
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在宅歯科医療の連携体制を構築する上で、財源の

活用戦略は避けて通れないテーマです。多くの地域で活

用されている「地域医療介護総合確保基金」は、都道

府県の計画に基づき医療・介護連携を支える公的な原

資ですが、これを単なる“単年度の補助金”として消化す

るのはなく、地域に根ざした多職種連携を円滑にする“仕

組みの土台のアップデート”に活用していく視点が求められ

ます。 

 事例から見えてくるのは、都道府県全体を網羅する

「広域的な支援方針」と、各地域の特性に応じた「柔軟

な現場調整」を両立させる、戦略的な二層構造のモデル

です。 

 この広域主導モデルにおいて、都道府県レベルでは、

財源の確保や広域の対する方針立案によって地域を下

支えし、郡市区レベルは「多職種との顔の見える関係」 

 

という実務を通じて地域に寄り添っています。広域で描か

れたグランドデザインを、市区町村や郡市区レベルでの連

携の取組といかに緩やかに接続させ、相乗効果を生むア

プローチに昇華できるかが、地域住民への支援の厚みを

左右します。 

 “都道府県が仕組みを支え、地域が動線を結ぶ”。こ

の重層的な関わりは、認知症の人やその家族を、地域

全体で支える「支援の網の目」から漏らさないための大切

な戦略です。未来を見据えた行政と職能団体の継続的

な深い対話こそが、それぞれの地域に合った、無理のない

地域包括ケアシステムの質を育んでいく大きな鍵となって

います。 

 

Column❺            
広域自治体レベルで描く、  

持続可能な在宅歯科医療   

のグランドデザイン 

― 「全県的な基盤整備」と「地域独自の最適化」を繋ぐ二層構造の戦略 



 

 

 

愛知県歯科医師会においては愛知県下の郡市歯科医

師会と、名古屋市歯科医師会の支部としての地区歯科医

師会が並列構造となっている特徴がある。名古屋市独自の

事業は名古屋市歯科医師会および名古屋市の地区歯科

医師会で実施している（第２部1.2 (P.16) 参照）。そのた

め本稿では主に愛知県の事業について紹介する。 

県内各地には多様な高齢者施設や障害者施設があり、

歯科医療ニーズが高く、口腔ケアの技術向上が課題であっ

た。平成22年に愛知県歯科医師会に相談対応を行う連

携室が県の委託事業で設置された。設置当初は歯科衛

生士１名体制で相談窓口業務をはじめ、愛知県歯科衛

生士会の協力のもと在宅歯科医療連携室登録歯科衛生

士による介護施設での歯科医療従事者や施設職員向け

の口腔ケア指導を中心に行っていた。 

令和２年度より、後述の委託事業において、在宅歯科

医療ニーズを明確にしたうえで対応策を検討する目的で在

宅歯科医療提供体制検討会の設置や在宅歯科診療導

入支援研修会の開催が位置づけられた。 

連携室の中心的な役割は、地域における保健・医療・

介護・福祉との連携強化および中長期的な視点に立った

歯科訪問診療に従事する人材確保と位置づけて運用して

いる。 

 

 

 

 

愛知県歯科医師会が「在宅歯科医療連携室事業」とし

て愛知県より委託され、連携室が運営されている。実施計

画書における事業内容は１.在宅歯科医療提供体制検討

会の開催（年３回程度）、２.在宅歯科診療導入支援

研修会の開催（年２回程度）、３.在宅歯科医療に関

わる施設等との連携強化（口腔ケア技術指導および相談

窓口設置）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅歯科医療提供体制検討会には県歯科医師会およ

び県歯科衛生士会のほか、県行政担当者、病院関係者、

保健・医療・介護・福祉の職能団体代表や専門職、学識

経験者や保健所等の公的機関の代表が参加し、在宅歯

科医療に関する調査・分析を元にした課題整理を行ってい

る。連携を目的にした検討会の定期的な開催は、参加した

代表者との関係性の構築だけでなく、各専門職団体が企

画する研修会への歯科医師の参画を通じて、医療介護専

門職との知識の共有や連携室事業周知に役立っている。 

 

 

 

 

愛知県歯科医師会在宅歯科医療連携室は、県歯科

医師会館内に拠点を置いており、同一建物内にある愛知

県歯科衛生士会との連携体制も強固である。運営体制は、

県歯科医師会の地域保健部（高齢者・障がい者担当）

の理事等が中心となっており、電話対応などの実務は事務

局職員が担っている。兼務職員として歯科衛生士1名が配

置されているが、口腔ケア技術指導等のために経験豊富な

在宅歯科医療連携室登録歯科衛生士20名程度が協力

体制にある。 

同一建物内のあいち口腔保健センター内に愛知歯科医

療センターがあるが、別の事業として位置づけられ、外来の

み個別の診療受付体制である。県内の障害者歯科診療

については、古くからすでに確立した連携の仕組みがある。 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

設置状況・人材体制 

 

背 景 1 

2 

3 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み     Ⅲ 病院・施設との連携強化 

愛知県歯科医師会と愛知県の取組 
 

7.1     
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［インタビュー対象］ 

愛知県歯科医師会 

地域保健部（高齢者・障がい者） 

理事  冨田健嗣 歯科医師 

次長 武藤直広 歯科医師 

事業課 登里椋太 主事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携室では、在宅歯科医療に関する相談窓口を設置し

（「事業」３）、県民や医療・介護関係者等からの相談に

応じている。事務局が受け付けた相談・在宅歯科診療の希

望に対しては、相談者の所在する地域の歯科医師会の案

内・情報提供等を行っている。地域歯科医師会では各自

取り決めた方法で、かかりつけ歯科医院がいないケースの担

当歯科医選定を行い診療につないでいる。 

特徴的な取り組みが、口腔ケア技術指導である。介護

施設等からの口腔ケアに関する相談に対しては、連携室で

登録歯科衛生士の派遣調整を行い、登録歯科衛生士が

現場に出向いて口腔ケア技術指導として（「事業」３）歯

科受診困難ケース等への助言や実技指導を実施し、多職

種による口腔健康管理を支援している。口腔ケア技術指導

希望者は県歯科医師会のホームページから申込書をダウン 

ロードし、施設名、派遣場所などを記載して申し込めるよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にして、幅広い病院・施設で活用していただけるようアクセシ

ビリティを高めている。派遣先は、介護保険施設のほか病院、

地域包括支援センターや社会福祉協議会、通いの場など

多岐にわたる。高齢者だけでなく障害者施設への支援も業

務に含まれ、複数の事業（障がい者（児）歯科口腔保

健推進研修事業等）を組み合わせた形で実施されている。

施設職員に対する口腔清掃用具の適切な使用方法の助

言や、認知症の人や障害のある人、経管栄養の人、拒否

傾向のある人など対象者の口腔状態に応じた具体的なケ

ア手法を、実技を通じて伝達している。口腔ケアのみならず

食事介助方法や窒息・誤嚥性肺炎の予防、楽しみながら

できる嚥下体操・マッサージについても対応している。 

また口腔連携強化加算や口腔衛生管理加算などの介

護報酬改定に伴う質問にも対応することがある。介護保険

施設の口腔衛生管理体制の基本サービス化に伴う施設か

らの質問が増えており、対応方法については県（歯科技官

等）と相談しながら事業内容の整理をしている。 

相談応需と診療への流れ 4 
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連携室に対して病院からの相談が来ることもある。一方

で、入退院をきっかけにした歯科受診の切れ目が連携課題

であることから、別の事業として「在宅歯科医療普及研修

事業」があり病院（回復期・慢性期）と歯科診療所の

「顔の見える関係」を構築するための合同カンファレンス等に

よる病診連携」の円滑な推進がすすめられている。 

 

 

 

 

愛知県全体としては、歯科口腔保健基本計画のなかに

在宅歯科医療連携室事業が位置づけられている。県歯科

医師会の他の部が担当している「高齢者口腔機能評価推

進事業」「在宅歯科医療普及研修事業」「歯科衛生士再

就業支援事業」など他の事業と連動して、健康格差の縮

小を目指した取り組みが行われている。 

各市町村の在宅医療・介護連携推進事業等との連携

は地区歯科医師会が窓口になっており、在宅医療・介護

連携支援センター等に参画し、介護支援専門員や訪問看 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護師からの歯科相談に適切に対応する仕組みを提供して

いる地区もある。地域によっては在宅歯科医療の相談を、

市町村の在宅医療・介護連携窓口や保健センターにおいて

一括で引き受けているケースも複数あり、各地区歯科医師

会の裁量で運用されている。可及的に市区町村と地区歯

科医師会の関係性の中で、顔の見える地域連携が進めら

れるように、適宜支援している。 

また、上記の在宅歯科医療提供体制検討会を通じて、

介護支援専門員協会や看護協会等の職能団体の講習

会や会議に地域保健部部員が参画できる体制ができ、組

織間の連携が拡大している。 

 

 

 

 

事業内容に位置づけられた口腔ケア技術指導の出動人

数、回数、出動先の内訳の数値データの他、在宅歯科医

療提供体制検討会の参加者や検討内容、在宅歯科診

療導入支援研修の内容を報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

評価と可視化データ 

5 

7 

在宅医療・介護連携推進事業等 

自治体の事業との連携 6 
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連携室の主な役割である人材育成に関しては、在宅歯

科医療の質の担保と提供体制の維持のため体系的に取り

組んでおり、特徴的なのは令和２年度より実施している「在

宅歯科診療導入支援研修会」である（「事業」２）。在

宅歯科診療の準備から実践、算定方法の座学から、実際

の在宅歯科診療や介護施設での診療の同行研修など実

践的な研修が行われる。 

新規で在宅歯科診療を開始する歯科医師会員に対し

ては、上記研修会の案内や、在宅歯科医療経験豊富な

地域保健部部員を紹介し、個別の手厚い導入支援も行

われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の存在意義を広く周知し、利用を促進するため、パ

ンフレット配布やホームページ公開を行なっている。県歯科医

師会としては、デジタルメディアを活用した若年層にも訴求す

る戦略的な広報活動の展開がある。 

介護支援専門員に対しては、多職種連携の会議や研

修の場を通じて連携室の活用方法を周知し、歯科との連

携の向上を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修・人材育成 周知・広報・地域浸透 8 9 
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在宅歯科医療提供体制検討会  ３回 

１ 

回 

開催日：令和 6 年 10 月 24 日（木） 13：00～14：00 県歯会館および Web（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ） 

出席者：10 名（外部施設 6 名、愛知県歯科医師会 3 名、健康対策課２名） 

内  容：在宅歯科医療の推進に向けた方策の検討 

２ 

回 

開催日：令和 7 年 2 月 6 日（木） 16：00～県歯会館 

出席者：3 名（愛知県歯科医師会 2 名、健康対策課 1 名） 

内  容：在宅歯科医療提供体制の充実に向けた検討の整理 

３ 

回 

開催日：令和 7 年 2 月 27 日（木） 17：30～ 県歯会館および Web（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ） 

出席者：17 名（協力歯科衛生士 12 名、愛知県歯科医師会 4 名、健康対策課 2 名） 

内  容：在宅歯科医療に関する現状と課題 
 

在宅歯科診療導入支援研修 

研修会 

開催日：令和 6 年 7 月 11 日（木） 13：00～15：00 

場  所：愛知県歯科医師会館 2F  歯～とぴあホール 

受講者：歯科医師・歯科衛生士 

内  容：「訪問診療 準備編」 

地域保健部（高齢者・障がい者）部員  日 置 章 博 

「訪問診療 実践編・ロ腔ケア」 

地域保健部（高齢者・障がい者）部員  山 中 佑 介 

「訪問診療 算定編」 

地域保健部（高齢者・障がい者）次長  武 藤 直 広 

 実習 

開催日：令和６年９月～10 月実施 

場  所：ひびのファミリア 9/11（水） 一般居宅 9/16（月祝） 

特別養護老人ホーム東桜の里 10/11（金） 居宅系施設 10/30 （水） 

講  師：愛知県歯科医師会  理事  冨田健嗣 

愛知県歯科医師会  地域保健部（高齢者・障がい者） 次長 武藤直広 

 同 部員  丹羽浩、宮本佳宏  ※各施設 1 名担当 

受講者：歯科医師２名 

内  容：歯科訪問診療を導入するために在宅診療見学・施設診療見学を２施設ずつ実施。 

                   



 

 

 

基金事業として平成16年３月、県に１箇所の在宅歯

科医療推進窓口（机１つの事務機能）を埼玉県歯科

医師会館内に設置し、常駐は県歯科衛生士会から推薦さ

れた歯科衛生士１名、電話番号は県のホームページに掲

載する形で開始した。地域包括ケアシステムで「中学校区」

が基準となったことを受け、県内19カ所の郡市歯科医師会

（郡市会）に“地域拠点”を設ける計画が検討された。平

成19年には、拠点機能の維持が困難な地域も含め、全19

カ所にリース契約で下４桁を「8020」で統一した携帯電話

を配布し、仕様書通りに歯科衛生士を配置した“地域拠点”

の運営を開始した。県歯から出した求人は魅力的であった

ようで拠点ごとの専任歯科衛生士の配置が進んだ。 

さらに、医師会の管轄地域（30郡医師会）との連携を

図るため、既存の19拠点に加え、保健センター等の公共施

設内や病院歯科口腔外科に専用通信設備を配備し“支

援窓口”を順次増設した。行政・医師会・歯科医師会が地

理的にも重なる、きめ細かな拠点が整備された（図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業の主財源は地域医療介護総合確保基金による

「地域在宅歯科医療推進体制整備事業」であり県歯に業

務委託されている。仕様書には〈推進体制〉：在宅歯科医

療推進窓口の設置、支援窓口を含む地域拠点等の管理

運営（歯科衛生士雇用含む）、〈在宅歯科医療推進窓

口業務内容〉：１.要介護高齢者等および医療的ケア児

に対する相談対応・歯科医療機関の紹介、２.在宅歯科

医療に必要な歯科医療機器貸出・管理、３.医科歯科連 

携の推進として病院・介護施設の入院・入所者の機能評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

 

背 景 1 

2 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅲ 病院・施設との連携強化 

埼玉県歯科医師会と埼玉県の取組 
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［インタビュー対象］ 

埼玉県歯科医師会 地域保健部  

部長 小宮山和正 歯科医師 

担当理事 出浦惠子 歯科医師 

副部長 大澤健祐 歯科医師 

7.2     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

価・指導等の実施、登録病院数の増加の為の周知・連絡 

調整、４. 糖尿病やがん、心疾患、脳卒中などの生活習

慣病 による影響への歯科医療専門職の対策の推進（研

修・登録）、５.介護予防における口腔ケアの促進として認

知症対応力向上の推進（研修・登録）、６.人材育成・

確保・資質向上（復職支援・連携会議含む）、７.訪問

歯科診療体制整備（研修・登録、大学とのICT連携等）、

８．高齢者講習施設での「お口の元気アップステーション」

運営、啓発、９.学術発表、10.災害時歯科医療救護チー

ム編成・運営等が事業内容となっている。 

埼玉県の特徴は、これを県の歯科口腔保健条例や医

療計画に明確に紐付け、知事名で発行される事業仕様書

に具体的な実務内容を落とし込んでいる点にある。特筆す

べきは、 “歯科のない病院・施設への口腔機能評価訪問”

を仕様書に明記させたことである（「事業」３）。交渉に際

しては会議のみならず、病院での口腔機能評価の際に事務

系県職員の医療計画担当者に同行頂き、現場での患者

の口腔機能評価や多職種連携を実体験として共有した。

現場感覚の共有により行政担当者の理解は格段に深まり、

10年以上にわたって継続される原動力となった。 

 

 

 

 

19箇所の“連携拠点”は郡歯会館内にあることが多いが、

“支援窓口”は保健センター等の公共施設内や会長の診療

室に設置されるケースも多い。運営資金は県歯から各窓口

に配分される。訪問診療機器貸し出し（ポータブルユニット、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジン、レントゲン：「事業」２）は、遠方だと不便というこ

とで“連携拠点”“支援窓口”ともに行っている。 

それぞれで歯科衛生士１名以上雇用している。人材確

保のための雇用戦略があり、県歯科医師会が直接求人広

告を出して募集し、拠点の近隣に在住している潜在歯科衛

生士を呼び戻す方法をとった。勤務条件は短時間勤務、

子育て後も現場に戻りやすい業務形態、社会保険等完備

の条件で歯科衛生士が集まった。会長診療室が勤務地で

あるケースでも、会長交代などの環境変化にも柔軟に対応

し定着している。拠点歯科衛生士にとって相談が必要な際

にはすぐに拠点の担当理事（地域保健部長等）に連絡

できるようにしている。 

 

 

 

 

相談の入り口はあえて電話に集約している。インターネット

上に窓口の住所地を公開していないのは、突発的な来所に

対応しきれないリスクを避けるためである。 

相談を受けた拠点歯科衛生士は、情報を聞き取るため

の口腔アセスメントシートに情報を記録し、拠点歯科衛生

士が患者の病歴や症状にあわせて歯科医師に紹介する。

介護支援専門員との連絡調整は担当医が決定してから担

当医が行ない、そのほかサービス担当者会議、退院時カンフ

ァレンスなどにも対応する。県内には歯科医師会員ではない

訪問歯科診療専門診療所が多く、住民も活用しているが、

それらと都合が合わないなどの細かい配慮が必要なケースが、

拠点に依頼されている。 

 

 

設置状況・人材体制 

相談応需と診療への流れ 

3 

4 
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シームレスな歯科医療を提供する目的で、歯科のない病

院・施設への口腔機能評価（「事業」３）を県事業として

行なっている（県内103施設と連携：図）。当初は病院

側から院外歯科医師の参入に大きな抵抗があったため、歯

科医師会の役員（会長・副会長等）が自ら民間病院に

足を運び、病院上層部との会議を設け「県の事業であり、

病院側に費用負担はない」「口腔への介入による在院日数

の短縮」等のエビデンスとメリットを丁寧に説明した。現場レ

ベルでは、看護師等から警戒心を持たれることもあったが、

介入する歯科医師・歯科衛生士が丁寧に対応することや、

病棟のルールを尊重することで、徐々に信頼を獲得していっ

た。 具体的な成果として、「口腔機能評価実施以降、病

棟特有の匂いが消えた」といった変化が病院スタッフに高く

評価され、現在では、病院NSTや周術期、骨粗鬆症等の

アドバイスも求められるなど、“細かい相談がしやすい・なくて

はならない存在”、として重宝されており、入院中に口腔機

能評価等が受けられることも病院のメリットになっている。 

 

 

 

口腔機能評価アセスメント票は県で統一された書式を使

用し、概ね拠点の担当歯科医師が拠点歯科衛生士と同

行し機能評価を行なう。必要に応じて病院側のOHAT-J

（口腔アセスメントシート(日本語版)）の記入を歯科側が

サポートするなど、徹底した現場支援を行っている。 

 

 

 

 

郡医師会が主体となる在宅医療・介護連携推進事業

などの多職種会議には、郡市会の役員などとともに拠点歯

科衛生士が参加する。一部、市の予算による在宅・施設

訪問歯科健診等に対して、拠点歯科衛生士が活動・支援

調整するケースもある。 

現在では、郡市歯科医師会経由で要請された地域ケア

会議に拠点歯科衛生士が単独出席するケースがあるが、事

業初期には担当理事等に同行して拠点歯科衛生士が出

席し、地域ケア会議で“介護福祉を理解したうえで歯科とし

て伝えること”を伝達した経緯がある。 

 

組織連携 （病院・地域・在宅） 5 

在宅医療・介護連携推進事業等 

自治体の事業との連携 6 
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また、行田市では医師会が「認知症検診」を開始した際

に、口腔の課題を発見し、歯科受診へ繋げるスキームを構

築した。医師会向けの研修会で歯科医師が講師を務める

など、医療圏ごとの特性に合わせた一体的な事業展開が

進んでいる。 

 

 

 

 

拠点での相談件数、アセスメント実施件数や事業の報

告は全て拠点歯科衛生士が作成し事業報告に使用されて

おり（令和６年地域保健事業報告書：図）、グラフ化し、

県歯科医師会の理事が年度末の県への報告会で発表し

ている。病院における口腔機能評価アセスメント票も集計し

て事業報告書としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院・施設の口腔機能評価や地域ケア会議に、担当理

事と共に拠点歯科衛生士が同行することで、結果的に拠

点歯科衛生士にとっての実地研修、スキルアップの場になっ

ていた。また県歯科医師会において全拠点の歯科衛生士

が集まる報告会を年１回以上開催し、業務支援だけでな

く30拠点全てが各自の成功事例や工夫を共有することで、

地域間の格差を埋める刺激となっている（「事業」６）。 

特に医療的ケア児の歯科診療や摂食嚥下障害診療に

関しては、拠点事業として大学と連携した実地研修を行な

うケースがある（「事業」７）。歯科医療従事者向け研修

はもちろん、介護支援専門員への口腔機能評価の研修を

行なうなど、医療・介護の専門職に向けた人材育成の体制

を整備している。市民向けには拠点歯科衛生士が講師に

なって市民公開講座を行うケースもある。 

 

 

 

 

広報には極めて力を入れており、郵便局でのポスター掲

示、市報への継続的な広告掲載だけでなく、「歯の衛生週

間」には埼玉のFMラジオ局（NACK５）での出演、埼玉

新聞、歯科医師会広報テレビ放送、三遊亭鬼丸氏を起用

したYouTube番組の制作など、会長自らも住民や関係機

関への発信を行っている。地域への浸透の結果、連携室を

介さない介護支援専門員と歯科医院の直接の連携も増え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価と可視化データ 

研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

7 

8 

9 
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新潟県における高齢化の進展は、平成22年５月時点

で高齢化率23％に達するなど、全国に先駆けて深刻な局

面を迎えていた。歯科診療のニーズがあるにもかかわらず、外

来通院できない潜在的患者層が認識されはじめ、とりわけ、

入退院時の医療情報の共有に歯科の視点が含まれていな

かったことが、退院後の口腔機能低下や誤嚥性肺炎の再

発を招く一因であることが認識されていた。 

新潟県は県土が広大で、都市部、豪雪地帯、離島など、

二次医療圏ごとに歯科診療所・歯科医師の偏在が顕著で

あり、住民や医療介護専門職がアクセスしやすい歯科相談

窓口と、歯科医師が個人で行なうには限界のある多職種

連携のコーディネート機能が必要であった。こういった課題意

識から上越圏域では平成18年から独自に歯科衛生士の

派遣機能を持つ「訪問口腔ケアセンター」が創設されていた。

この状況を受け、平成22年在宅歯科医療連携室整備事

業開始を機に、モデル事業として上越歯科医師会在宅歯

科医療連携室（先進地モデル）が設置された。同年、地

域医療再生基金との連携を視野に入れてモデル事業となっ

た佐渡在宅歯科医療連携室（へき地・離島モデル）の設

置があった。さらに、平成27年には、医療介護総合確保基

金事業の開始により、県歯が運営する基幹連携室を含め

県内７箇所に設置した。その後、約５年をかけて現在では

県内全ての16郡市歯科医師会で運用している（基幹連

携室を併せて17箇所）。先行して取り組んできた地域ほど、

歯科医療と介護の連携が質・量ともに展開しやすい状況と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、新潟県歯科医師会が、医療介護総合確保

基金事業「在宅歯科医療連携室整備事業」の事業委託

を受け実施している。平成23年に上越および佐渡でモデル

事業が開始された当初より県歯科医師会は「全県展開」を

視野に入れていた。 

新潟県歯科医師会に設置されている「在宅歯科医療基

幹連携室」の業務内容は、１.在宅歯科医療連携推進協

議会の開催、２.医師会等各種団体との連携体制の構築、

３.郡市歯科医師会の在宅歯科医療連携室に対する運

営支援、４.研修等による人材育成、５.在宅歯科診療機

器等の管理及び貸出、６.在宅歯科医療等に関する普及

啓発、７.在宅歯科医療連携状況等の把握・分析である。 

一方、16郡市歯科医師会に設置された「在宅歯科医

療連携室」（以下、郡市連携室）の業務内容は、１.在

宅歯科医療連携推進協議会の開催、２.医師会等各種

団体との連携体制の構築、３.在宅歯科医療の提供等に

関するコーディネート、４.病院における退院支援部署との連

携（退院時カンファレンスへの参画や退院計画作成支援、

がん患者等の病診連携に関するコーディネート等）、５.在

宅歯科医療等に関する相談窓口の設置、６.研修等によ

る人材育成、７.在宅歯科医療等に関する普及啓発、８.

在宅歯科医療連携状況等の把握・分析である。 

 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

 

背 景 1 

2 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅳ 地域実情に合わせた取組   

新潟県歯科医師会と行政・郡歯ごとの取り組み 
 
8.1     
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［インタビュー対象］ 

新潟県歯科医師会  

会長 松崎正樹 歯科医師 

副会長 木戸寿明 歯科医師 

常務理事 平澤貴典 歯科医師 

地域保健部員 田中紀裕 歯科医師 

石黒千代栄 歯科衛生士 

柬理悟 事務局次長 

上越歯科医師会在宅歯科医療連携室顧問 

水野吉広 歯科医師 



 

 

 

 

 

 

現在、県歯科医師会内に「在宅歯科医療基幹連携

室」、県内の郡市歯科医師会すべてに「在宅歯科医療連

携室」が設置され計17連携室が設置されている（図）。

郡市連携室の設置場所は多くは歯科医師会館内にある

が、公設病院の地域連携・医療サポートセンター内や、保健

福祉センター等に設置されている郡市連携室も複数ある。 

各郡市連携室には、歯科衛生士が非常勤やパートで複

数名配置され、郡市歯科医師会の役員が室長として就任

し、相談しながら地域の実情に合わせたコーディネート業務、

相談対応を行う。基幹連携室は、16連携室の進捗管理、

連携室間の調整、広域的な研修企画、データ集計を担当

する。訪問診療機器（ポータブルユニット、レントゲン、口腔

機能検査器具や嚥下内視鏡）の管理・貸し出しは全ての

連携室で実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次医療圏ごとに地理的特性だけでなく、訪問歯科診

療に対応可能な歯科医師・歯科衛生士の確保状況、郡

市歯科医師会の事務局体制に差があり、全県展開の上で

の課題となっている。各連携室の役割や運用方法の統一の

ために、基幹連携室が郡市連携室の運営支援を行うとと

もに、県歯科医師会で厚生労働省資料に基づき「在宅歯

科医療連携室運営の手引き」を作成し、在宅歯科医療連

携推進協議会の開催要項や連携室整備基準、研修会

開催要項などを共有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置状況・人材体制 3 
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郡市連携室は、在宅歯科医療を必要とするすべての住

民や医療介護関係者に対する窓口として機能する。相談

は、家族、介護支援専門員、訪問看護師、病院の退院

支援部署などから寄せられる。相談は電話やFAXで受付け、

連携室歯科衛生士が必要に応じて連絡を取り直し、患者

の身体状況、口腔内の主訴、全身疾患、服用薬剤などの

情報を精緻に聞き取る。診療申込書は各地域独自の書

式が作られ、ホームページからダウンロード可能になっている。

各地域で取り決めた対応方法で地域の訪問歯科診療を

担当する歯科医師を選定し、担当歯科医師から連絡し患

家と日程調整する。地域により、連携室歯科衛生士（ま

たは歯科医師）が事前訪問（口腔スクリーニング）を行い、

初回訪問時からの適確な準備、負担軽減に貢献している。 

 

 

 

 

郡市連携室は、病院の退院支援部署とネットワークを構

築しており、入院中に行われていた口腔機能管理や周術

期ケアを、在宅へ引き継ぐための調整役を担う。具体的に

は退院時カンファレンスへの参画、退院後の訪問歯科診療

の調整、病院への訪問支援、病診連携の情報支援である。

薬剤師や管理栄養士など専門職からの相談も引き受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県では県医師会の主導により郡市医師会に在宅

医療・介護連携推進事業の拠点（在宅医療・介護連携

センター等の名称）が設置されており、それらと連携した口

腔に関しての連携窓口が郡市連携室である。 

例えば上越歯科医師会では、会長が上越市・妙高市

在宅医療・介護連携推進協議会の委員として、在宅歯科

医療連携室運営委員が専門部会の部会委員として参画

している。それらの報告は上越医師会上越地域在宅医療

推進センターの運営する上越地域包括ケア推進情報ウェブ

サイト「がんぎネット」で共有されており、がんぎネットの「在宅

医療地域マップ」には訪問対応可能な歯科医療機関も医

療機関や薬局とともに掲載されている。認知症施策では、

高田西城病院（精神科病院・認知症疾患医療センター）

を中心とした認知症初期集中支援チーム、若年性認知症

支援チームの会議へ参加しており、介護予防事業では、連

携室が講師依頼の窓口となるほか、補助金事業の多職種

連携会議に出席して多職種（薬剤師、管理栄養士、介

護支援専門員等）と情報・意見交換を行い、連携体制の

構築を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談応需と診療への流れ 

組織連携 （病院・地域・在宅） 

4 

5 

在宅医療・介護連携推進事業等 

自治体の事業との連携 6 
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基幹連携室では、全連携室の相談実績を毎月集計・

分析し、相談内容、施設別訪問診療回数、多職種会議

への参画回数、連携推進協議会報告などをとりまとめ、県

へ事業報告している。また施設調査や医療機関調査を定

期的に実施し連携状況等の把握・分析を行っている。 

すでに連携体制が確立している地域では、郡市連携室

を通さずに、病院や介護支援専門員から歯科医院に直接

依頼するケースも増えている。そのため、特に退院時支援実

績が正確に把握できない側面がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅歯科診療の質の向上と人材育成のため、歯科医

師・歯科衛生士を対象とした研修プログラム、復職支援な

どが提供されている。歯科衛生士会と協力し訪問診療に対

応可能な歯科衛生士の登録・派遣制度を構築し、施設や

在宅への契約派遣を可能としている。 

研修事業の役割分担として、基幹連携室は摂食嚥下リ

ハビリテーションや周術期管理などの高度な専門研修を行

い県内全域のスキルアップを推進する。また郡市連携室歯

科衛生士に対し、コーディネーターとしての資質向上のため、

県単位での事例検討会を定期開催し、複雑な困難事例

への対応ノウハウの共有に努めている。 

一方、郡市連携室は、地域の介護支援専門員や介護

職員を対象とした実地研修等を開催し、口腔に関する知

識を持ち歯科受療のきっかけを作れる専門職を育成すると

ともに、研修を通じて地域での顔の見える関係やコミュニケー

ションの発展に努めている。 

 

 

 

 

県や市町村との連携が明示されたポスターやパンフレット

を作成し、地域包括支援センター、役所窓口、病院、薬局

など、高齢者やその家族が頻繁に訪れる場所に重点的に

配置している。また、電車内の交通電子公告、市の広報紙

や健康イベントへの参画を通じ、メッセージを継続的に発信

している。地域浸透に課題のある地域に対しては、県歯主

導の啓発イベント開催や基幹連携室からの支援職員派遣

で支援している。 

 

評価と可視化データ 研修・人材育成 

周知・広報・地域浸透 

7 8 

9 

55 



 

 

 

横浜市や川崎市では介護サービス事業所、医療機関が

集積しているため、多職種間の「顔の見える関係」が希薄に

なりやすいという課題がある。一方、相模原市や足柄地域

等の中山間地域は、歯科医療資源が乏しい上、訪問診

療に要する移動距離が長いことが訪問歯科診療の障壁と

なっている。地域の実情に合わせた在宅歯科医療の推進が

懸案課題であり、平成23年11月より、神奈川県から神奈

川県歯科医師会への委託事業として「在宅歯科医療連

携室整備事業」中央連携室の設置が行われ、平成26年

度からは「在宅歯科医療連携拠点運営事業」の委託によ

り、中央連携室および10地域連携室の設置、さらに平成

27年４月より、中央連携室および20地域連携室を設置、

現在は、中央連携室および26地域連携室が運営されてい

る。はじめは数カ所の地域から始め、有効性の実証をふまえ、

順次拡大していった。 

 

 

 

 

平成23年度に神奈川県の委託事業として始まった。神

奈川県が神奈川県歯科医師会に「在宅歯科医療連携拠 

点運営事業」として事業委託しており、現在は、「在宅歯

科医療中央連携室（中央

連携室）」１箇所と、郡市歯

科医師会の運営する「在宅歯

科医療地域連携室（地域

連携室）」26箇所の体制で

ある。 

「中央連携室」の業務内容

は、１.医科等との連携・調整

に関する業務（(ア)推進協議

会の開催、(イ)担当者連絡会

議の開催）、２.地域連携室 

 

 

 

 

 

 

 

の統括に関する業務（(ア)地域連携室からの四半期報告

書及び仮決算報告書の収集、地域連携室へのアドバイス、

(イ)地域連携室で実施する研修の計画指導）、３.在宅

歯科医療新規参入のための研修に関する業務、４.その他、

在宅歯科医療の推進及び介護等他分野との連携構築に

資する業務、である。 

一方、「地域連携室」の業務内容は、１.在宅歯科医療

のコーディネートに関する業務、２.在宅歯科医療推進のた

めの研修に関する業務、３.県民等からの相談等に関する

業務、４.歯科・医科・介護の連携に関する業務、５.在宅

歯科医療用機器等の無料貸出及び維持管理に関する業

務、６.中央連携室への報告に関する業務、７.その他、地

域の在宅歯科医療の推進に資する業務、である。仕様書

には予算執行項目だけでなく、在宅歯科医療協力歯科医

師の条件として在宅歯科医療や多職種連携のみならず医

療道徳研修の修了が位置付けられており、また地域の実

情に応じた柔軟な運用が認められていることが特徴である。 

 

財源・制度上の位置づけ・ 

交渉経緯 

 

背 景 1 

2 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅳ 地域実情に合わせた取組 

神奈川県歯科医師会の取り組み 
 

8.2     
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［インタビュー対象］ 

神奈川県歯科医師会       寺澤孝興 歯科医師 

田中裕三 歯科医師 

事務局 本間祭主事 

在宅歯科医療中央連携室  

吉野惠子 歯科衛生士 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央連携室は、年１回、33委員で構成される「在宅歯

科医療推進協議会」を開催するほか、地域の担当者が集

まる「実務担当者協議会」を年２回実施している。在宅歯

科医療推進協議会には歯科医師会と行政のみならず、歯

科衛生士会、歯科技工士会、さらに医療・介護・保健・福

祉の職能団体等の代表者、学識経験者が集まり在宅歯

科医療の推進に係る協議を行っている。実務担当者協議

会では、理念および各地域連携室が抱える同行研修の課

題やコーディネート好事例の共有を行い、県全域の底上げを

図る機能を持っている。 

26地域連携室は、郡市区歯科医師会館内や公的な

保健福祉センター等に設置されている。医師会・歯科医師

会・薬剤師会が合同して三師会館を持っている金沢区では、

三師会館の金沢区在宅医療相談室に歯科衛生士が配

置され地域連携室として活動している。各連携室に理事等

の在宅歯科医療に精通した事業実施責任者が配置され、

運営面の意思決定を担い、歯科衛生士１名以上が実務

を担当している。地域により専任歯科衛生士の複数名配

置や専任事務員の配置などで、歯科衛生士が訪問調査

や同行研修が行える体制を構築している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談は介護支援専門員のほか施設職員や住民、歯科

のない病院から引き受けている。在宅歯科医療を行う協力

歯科医師は会員数の40％に達し、相談受付後診療開始

までの調整期間は、概ね１週間から10日程度である。地

理的条件の他、摂食嚥下機能等専門性を加味して担当

医が選定され６割以上が診療コーディネートされている。 

地域連携室と同一建物に障害者歯科診療所を有する

郡市歯科医師会（郡歯）が複数あり、その場合郡歯の

裁量で高齢者診療も実施するケースがある。また厚木や金

沢区、藤沢では歯科衛生士が初診前の事前訪問を行い、

口腔内状況、全身状態、家屋環境、介護背景を詳細に

アセスメントしており、協力医の負担軽減および患者の安心

感に貢献している。藤沢では必要に応じ介護支援専門員

に連携室歯科衛生士が同行訪問し、現場感のある連携

体制を構築している。協力医からの診療後転帰報告を受

ける仕組みが構築されている地域もある。21地域連携室で

在宅診療機器貸し出しを行っている。 
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地域連携室ごとの特徴的な取り組みがあり、たとえば金

沢区ではかなざわ在宅ネットのミーティングへの定期参加や

病院の退院時カンファレンスに参加している。茅ヶ崎では、病

院の口腔ケアラウンドに連携室や歯科医師会員が参加し、

年10回定期実施されているため同行研修の場にもなり、在

宅移行を見据えた顔の見える関係の構築に寄与している。

地域により介護施設での歯科健診が実施されている。医師

会や薬剤師会、多職種と連携した在宅栄養や摂食嚥下

に関する多職種チームに参画するなどで連携室同士の連携

が深化している。 

 

 

 

 

地域連携室の職員は、自治体の多職種連携協議会に

定例的に参加して、歯科の専門的知見を提供し、顔の見

える関係を構築している。また事業間の連携として、横浜市

地域連携室の相談機能と横浜市事業「無料訪問歯科健

診事業」等の組み合わせ運用、フレイル対策事業など自治

体の事業に地域連携室歯科衛生士の参画がある。海老

名市では海老名市医師会に設置されたえびな在宅医療

相談室に月２回歯科相談医の派遣を行っている。足柄で

は足柄上医師会に設置されている足柄上地区在宅医療・

介護連携支援センターの研修会で在宅歯科講演を行い、

座間市では座間綾瀬医師会に設置された座間市地域在

宅医療・介護連携支援室との定期的な意見交換を行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地域連携室は、四半期ごとに相談元別相談件数、コ

ーディネート件数、事前訪問の有無、機器貸し出し回数、

研修会開催実績等の実績件数を中央連携室と協力して

県に報告している。また、地域連携室のアウトリーチを可視

化するため『働きかけ』として、多職種事業所等への個別訪

問回数、地域連携室としての会議出席や講師派遣、配布

回数を報告している。 

 

 

 

 

中央連携室は、在宅歯科医療に新規参入する歯科医

療従事者を対象とした在宅歯科医療推進研修会を４日

間の養成研修会として実施している。 

歯科医療従事者に向けては、地域により連携医療機関

や施設での診療への同行研修を実施している。医師会が

設置している在宅医療相談室にも神奈川県歯科医師会

地域保健委員会担当委員が訪問し同行研修する地域が

ある。 

地域連携室では、介護支援専門員や施設職員等に向

けた口腔管理や誤嚥性肺炎予防の理解を深める研修会

を実施し、各地域の実情に合わせて講義と症例検討や実

技・実習が行われている。地域ごとに地域連携室の役割を

周知し、多職種のスクリーニング能力の向上、歯科連携を

開始するタイミングの理解を深める研修会の中で、顔なじみ

となり歯科へのアクセシビリティを確保している。地域ごとに

管理栄養士、薬剤師等と連携した「食」をテーマにした医療

介護連携を推進する取り組みが行われている。 

 

組織連携 （病院・地域・在宅） 
評価と可視化データ 

研修・人材育成 

5 
7 

8 

在宅医療・介護連携推進事業等 

自治体の事業との連携 6 
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中央連携室では事業の中で連携室運営や連携、『働き

かけ』の好事例集を作成しており、神奈川県歯科医師会地

域保健委員会担当委員の協議にて「松・竹・梅」をつけ意

欲を高める工夫をしている。『働きかけ』として市民健康イベ

ントでのリーフレット配布、公民館や介護事業所、地域包

括支援センター、薬局など多職種の事業所にリーフレットを

持参し説明する地道なアウトリーチが、ネットワーク構築と相

談件数の増加に寄与している。住民に対しても、地域のサ

ロンや通いの場や認知症カフェへの歯科衛生士が積極的に

出向き、体験型の口腔講座を行うことで、連携室を「身近

な相談所」として浸透させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地域連携室は地域の実情に合わせた多様な広報戦

略を展開しており、要介護認定を機に口腔の健康に目を向

けてもらうため、介護保険被保険者証送付時に地域連携

室のチラシを同封している地域（小田原）がある。また、地

域連携室で季節に合わせた口腔機能維持のコツを掲載し

た『相談室便り（金沢区）』『ニュースレター（大和綾瀬）』

を継続発行し、地域の薬局や居宅事業所等へ定期的かつ

直接的に配布している。広報など行政媒体だけでなくFMラ

ジオやYouTube動画の活用も進んでいるが、住民への周知

のためノベルティ歯ブラシの活用やスポーツイベントでのブース

出展等多くの工夫例がある。 
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※地域連携室の取組の中には、現在、名称が 

変更しているものや休止しているものがあります。 



 

 

 

大阪府は政令指定都市を含む大都市圏を有し、医療・

介護資源が高度に集積している一方で、独居高齢者や要

介護高齢者の増加、在宅療養者の重症化・複雑化が進

行している。特に都市部では、医療機関が多い反面、医

療・介護・歯科の役割分担や情報共有が分断されやすく、

通院困難者に対する歯科医療の提供や口腔管理が十分

に行き届かないケースも少なくない。このような地域特性のも

と、在宅療養者の生活の質（QOL）や全身状態の維持

に直結する口腔健康管理を、医療・介護と一体的に支え

る仕組みの構築が求められており、在宅歯科医療と多職

種連携の推進は喫緊の課題となっている。 

 

 

 

 

大阪府における在宅歯科医療の取組は、平成４年から

の大阪府の「訪問歯科診療に係るポータブル診療機器整

備事業」および大阪市の「在宅寝たきり高齢者訪問歯科

診療事業」による機器整備支援に端を発する。当時は行

政としての体系的支援は乏しく、一部の歯科医師による訪

問歯科診療が中心であった。歯科医師会としての統一的

運用や多職種との連携体制は未整備であった。また、大阪

府歯科医師会では、急速な高齢化への対応を目的として、

平成元年に老人歯科保健対策推進室を設置し、高齢者

歯科保健事業を推進してきた。その後、平成12年の介護

保険制度施行を契機に、在宅歯科医療の体制構築は歯

科医師会事業としてより明確に位置付けられ、実務体制の

整備が加速した。あわせて、先行事例の共有を起点とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員向け教育資料の作成が行われ、さらに医師会・薬剤

師会・看護協会・栄養士会・介護支援専門員協会等と連

携し、多職種向けの説明資料を整備することで、在宅歯科

医療に対する理解促進が図られた。その後、在宅歯科医

療の体制整備は段階的に進められた。 

 

 

 

 

在宅歯科医療の推進は地域医療再生基金および地域

医療介護総合確保基金といった国庫を活用し事業を実施

する形態となった。平成22〜24年度には「在宅歯科医療

連携室整備事業」、平成24〜25年度には「医科歯科介

護連携強化事業」、平成26〜29年度には「在宅歯科医

療連携体制推進事業」が実施されている。これらの事業で

は、行政から提示される仕様書に基づき、事業目的、実施

内容、成果指標、報告様式が明確に規定された。仕様書

では、①歯科口腔に関する相談・調整窓口機能、②医

療・介護・行政との連携支援、③関係機関とのネットワーク

構築、④情報提供・広報および実績の可視化、⑤研修・

人材育成といった機能が必須要件として示され、本会はこ

れらを確実に実装する役割を担ってきた（図１）。 

 

 

 

 

 

在宅歯科医療の草創期から 

制度化までの経緯 

国基金事業への移行と 

仕様書に基づく事業設計 

 

背 景 1 

2 3 

都道府県・都道府県歯科医師会の取り組み    Ⅳ 地域実情に合わせた取組 

大阪府歯科医師会における在宅歯科医療と多職種連携推進の取組 
 
8.3     
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［インタビュー対象］ 

大阪府歯科医師会   副会長  津田高司 歯科医師 

常務理事 小谷泰子 歯科医師 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府歯科医師会の大きな特徴は、府域全体を統括

する「在宅歯科医療連携室」と、郡市区歯科医師会単位

で設置された「在宅歯科ケアステーション」による二層構造で

ある。 

大阪府歯科医師会の連携室は、研修実施、人材育成、

在宅歯科医療従事者の把握、情報集約・広報などのハブ

機能を担い、各地区の在宅歯科ケアステーションは、住民や

医療・介護関係者からの相談対応、地域内調整、会議運

営といった実務的窓口機能を担っている。相談対応は、府

連携室または地区ステーションに集約され、内容に応じて当

該地域で対応可能な歯科医師や歯科衛生士が調整され

る仕組みである（図２）。この体制により、特定の歯科医

院への依存を防ぎ、地域全体で在宅歯科医療を支える分

担体制が形成された。実際には、地域や職種によって在宅

歯科医療に対する理解や関与の度合いには差があり、関

係機関との調整に一定の時間と労力を要する場面も少な

くなかったが、その後の基金事業である医科歯科連携推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を通じて、在宅医療に限らず、がんや脳卒中、糖尿病

などの医科歯科連携など様々な連携の地域の拠点へと発

展している。 
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図１ 仕様書に基づく在宅歯科医療連携事業の必須機能と大阪府歯科医師会における実運用の対応関係 

図２ 郡市区歯科医師会における在宅歯科ケアステーションの役割と業務 

二層構造による 

連携体制の構築 4 



 

 

地区間で訪問歯科診療の経験や人材に大きな差がある

ことから、郡市区歯科医師会へのアンケートを基に大阪府で

は独自にA（体制が進んでいる地区）、B（発展途上の

地区）、C（未整備の地区）の区分を導入した。C地区に

は基礎的研修や同行支援を重点的に配置し、B地区では 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅歯科医療の質を高めるため、大阪府歯科衛生士

会と連携し、在宅・介護分野に精通した歯科衛生士の育

成と派遣を進めることで、口腔衛生管理にとどまらず、摂食

嚥下や栄養状態の把握など情報共有が円滑に図られてい

る。歯科衛生士は、多職種間の橋渡し役としても機能し、

「顔の見える関係」の構築に大きく貢献している。 

 

 

 

 

仕様書に基づき、機器貸与の使用実績や相談・連携件

数について記録・報告を徹底したことで、事業成果の可視

化と地域ニーズの把握が可能となった。初期には事務的で 

 

 

体制構築支援を行い、A地区では在宅歯科ケアステーショ

ン機能強化を進めるなど、段階的な底上げを図ることにより、

３年間で大阪府全地区の区分A化を達成した。この取組

は、地域間格差の是正と府域全体の在宅歯科医療水準

の向上に寄与している（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複雑な報告業務への大きな負担感がみられたが、実績報

告業務の定着により潜在的な在宅歯科医療のニーズが顕

在化し、地域全体の対応力向上につながっている。一方で、

人的経費に対する公的補助には制約があるため、今後の

持続可能な運営のために行政に対し予算要望を行っている。 

 

 

 

 

大阪府歯科医師会の取組は、行政の制度的枠組みの

中で、二層構造と段階的整備を特徴とする持続可能な在

宅歯科医療体制を構築してきた点に大きな意義がある。今

後は、在宅歯科医療を基盤としつつ、がんや生活習慣病

等の医科歯科連携領域へと役割を拡張し、地域包括ケア

システムにおける歯科の価値を一層高めていくことが期待さ

れる。 

歯科衛生士同行を軸とした 

多職種連携 

実績の可視化と 

持続可能な運営のためには 

6 

7 
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まとめと今後の展望 8 

A・B・C 区分による 

段階的整備 5 

図３ A・B・C 区分による在宅歯科ケアステーションの段階的整備 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 部 

 まとめ                       



 

 

 

 

 

 

 

本人や家族が課題に気づいていない、あるいは諦めてい

る段階では、身近な支援者による気づきの促しが重要です。

住民には、認知症ケアパスへの掲載や地域イベントでの啓

発を通じ、歯科を生活の選択肢として提示します。また、多

職種連携の場に歯科が参画し対話を積み重ねる体制が、

介護支援専門員等からの気づきの促しや受診への動機付

けを支えます。 

 

 

 

“頼る相手が不明”という不安が行動を阻む段階には、相

談窓口の見える化が重要です。リスト公開や連携室の設

置と周知だけでなく無料健診の枠組みの活用、顔の見える

関係で相談のハードルを下げます。標準化された相談様式

やICT活用により、介護支援専門員が迷わず迅速に繋がる

環境を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療開始後は、本人の満足度向上と同時に、歯科医

師が安心して参入・継続できる体制が質の担保となります。

診療用機器の貸出、歯科衛生士等による事前訪問/情報

収集と初診までのコーディネートは、歯科医師の心理的・物

理的負担を軽減します。診療同行や実習含めた研修など

の人材育成体制を整えることが、持続可能な提供体制を

支えます。 

 

 

 

在宅療養においては継続医療の確保と定着が重要であ

り、それには身近な専門職の理解や促しが重要です。多職

種研修会により共通言語を持つことで、地域全体で口腔の

健康を維持し続ける伴走型の支援を継続します。 

事例では、ステージに合わせ、受診側への働きかけと供給

側（歯科医師）への支援を両輪で回すことにより、それぞ

れの地域の実情に即した連携体制構築の工夫がありました。 
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在宅療養高齢者や認知症の人が歯科医療に繋がり、継続的な支援を

受けるには、対象者のステージに応じた働きかけが必要です。本事業で

収集された取り組みを整理しました。 

無関心期・関心期： 

気づきを促し、口腔の健康の価値を伝える 1   

準備期： 

ハードルを下げ、具体的アクションを支援 2   

行動期：   

 3 

維持期： 

継続医療の確保と定着 4   
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12   1.1 豊島区 

[人口] 294,644 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 19.1 % 2025年１月現在 

[面積] 13.1 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 321 施設 2023年10月現在 

[歯科相談窓口数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

16   1.2 名古屋市 

[人口] 2,303,004 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 25.0 % 2025年１月現在 

[面積] 326.5 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 1,426 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療･介護連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

20   1.3 山梨県 峡南地域（５町） 

[人口] 45,661 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 41.6 % 2025年１月現在 

[面積] ※本栖湖除く 1,060.0 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 22 施設 2023年10月現在 

[在宅医療支援センター数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

22   2 福岡市 

[人口] 1,608,140 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 22.3 % 2025年１月現在 

[面積] 343.5 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 1,044 施設 2023年10月現在 

[口腔管理推進室・地域連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

24   3 札幌市 

[人口] 1,955,678 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 28.8 % 2025年１月現在 

[面積] 1,121.3 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 1,183 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

26   4 群馬県 ４地域 

富岡甘楽 

[人口] 65,100 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 38.1 % 2025年１月現在 

[面積] 488.7 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 28 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 

   藤岡多野 

[人口] 64,013 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 34.4 % 2025年１月現在 

[面積] 476.7 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 30 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 

   館林邑楽 

[人口] 175,938 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 29.8 % 2025年１月現在 

[面積] 193.3 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 76 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 

   太田新田 ※みどり市全域含む 

[人口] 271,545 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 27.0 % 2025年１月現在 

[面積] 384.0 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 125 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 

 

36   5 鳥取県 

[人口] 534,003 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 33.4 % 2025年１月現在 

[面積] 3,507.0 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 256 施設 2023年10月現在 

[地域歯科医療連携室数] 4 ヵ所 2025年12月現在 
  

40   6 福岡県 

[人口] 5,086,957 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 28.1 % 2025年１月現在 

[面積] 4,987.7 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 3,042 施設 2023年10月現在 

[口腔管理推進室数] 17 ヵ所 2025年12月現在 
  

44   7.1 愛知県 

[人口] 7,483,755 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 25.5 % 2025年１月現在 

[面積] 5,173.2 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 3,696 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 
  

48   7.2 埼玉県 

[人口] 7,374,294 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 27.0 % 2025年１月現在 

[面積] 3,797.8 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 3,510 施設 2023年10月現在 

[推進窓口地域拠点・支援窓口数] 30 ヵ所 2025年12月現在 
  

52   8.1 新潟県 

[人口] 2,110,754 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 33.9 % 2025年１月現在 

[面積] 12,583.7 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 1,092 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 17 ヵ所 2025年12月現在 
  

56   8.2 神奈川県 

[人口] 9,202,559 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 25.7 % 2025年１月現在 

[面積] 2,416.5 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 4,899 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 27 ヵ所 2025年12月現在 
  

60   8.3 大阪府 

[人口] 8,771,961 人 2025年１月現在 

[高齢化率] 26.9 % 2025年１月現在 

[面積] 1,905.3 ㎢ 2025年１月現在 

[歯科診療所数] 5,411 施設 2023年10月現在 

[在宅歯科医療連携室数] 1 ヵ所 2025年12月現在 

[在宅歯科ケアステーション] 56 ヵ所 2025年12月現在 

 

 人口総数・高齢化率  

  令和７年１月１日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（総計）  

 面積   

  国土交通省国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調 令和７年１月１日(㎢)  

 歯科診療所数    

  厚生労働省 在宅医療にかかる地域別データ集 令和５年１月１日 

掲載事例  自治体基礎データ 
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